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第 2次堺市配偶者等からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画 

（ＤＶ防止基本計画） 

令和元年度 

事業実施（進捗）状況報告 



はじめに 

 

 堺市では、2018 年（平成 30 年）3 月に、2018 年度（平成 30 年度）から 2022

年度（令和 4 年度）までの 5 年間を計画期間とし、子どもを含めた被害者への支援の充実

とともに、DV の被害者も加害者も生み出さない社会の形成に向け、次世代を担う若者へ

の予防啓発を推進するための指針として「第 2 次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する基本計画（DV 防止基本計画）」を策定しました。 

 本計画では、「配偶者等からの暴力の根絶と被害者の自立支援」を計画の目標とし、市民

一人ひとりが、DV は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとともに、その根底

にはジェンダーに基づく差別意識が大きく関わっていることを理解し、暴力による支配関

係のない男女平等社会の実現をめざし、施策の基本的方向として、5 つの基本方針に取り

組んでいるところです。 

 本書は、「堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例」第 11 条の「男女平等推進施策

の実施状況等について、年次報告を作成し、これを公表する」とした規定により、2019

年度（令和元年度）の事業の実施状況について、年次報告として明らかにしたものです。 

 

 

 

※５つの基本的方向（基本方針） 

 

基本方針１ DV を許さない意識づくりの推進 

基本方針２ 安心して相談できる体制の整備 

基本方針３ 被害者の安全確保の徹底 

基本方針４ 被害者の自立支援と生活再建の支援 

基本方針５ 推進体制の充実 
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１ 計画の位置づけ 

この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（配偶者暴力防

止法）第 2 条の 3第 3項の規定に基づき堺市が策定する「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」であり、堺市男女平等社会の形成の

推進に関する条例第 10条の規定に基づく「第４期さかい男女共同参画プラン」の施策の基

本的方向の「女性に対する暴力の根絶」に位置づけられた取組と整合性を有するものです。 

また、堺のまちづくりの指針である「堺市マスタープラン」を上位計画としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

2018年度〔平成 30年度〕～2022年度〔令和 4年度〕までの 5年間 

 

 

第 2条の 3 

第 3項 

に基づく 

第 14 条

第 3項 

に基づく 

 配偶者暴力防止法 男女共同参画社会基本法 

第４期さかい 

男女共同参画プラン 

（2012 年度－2021 年度） 

大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本計画（2017年度-2021年度） 

第４次男女共同参画基本計画 

国 

堺

市 

～男女共同参画社会の実現にむけて～ 

配偶者からの暴力（ＤＶ）を許さない社会 

府 

堺市男女平等社会の形成 

の推進に関する条例 

第 10条 

に基づく 

第 13条 

に基づく 

指針 

第 3条 

第 8条 

に基づく 

 

第 2条の２ 

第 1項に基づく 

堺市マスタープラン 

「さかい未来・夢コンパス」 

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針 

第２次堺市配偶者等からの 

暴力の防止及び被害者の 

保護等に関する基本計画 

（DV防止基本計画） 

（2018年度―2022年度） 
整合 

整合 
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３ 計画の施策体系図 

 

 

【基本方針】               【施策の方向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）被害者の心のサポート 

基本方針５ 

推進体制の充実 

（１）人材育成研修 

（２）関係機関、団体等との連携機能 

の充実 

配

偶

者

等

か

ら

の

暴

力

の

根

絶

と

被

害

者

の

自

立

支

援 

基本方針４ 

被害者の自立支援と生活再建の支援 

（１）生活基盤を整えるための支援 

（２）子どもに関する支援 

（３）高齢者・障害者・外国人・性的少

数者（セクシュアル・マイノリテ

ィ）の方などへの支援 

基本方針３ 

被害者の安全確保の徹底 

（１）被害者の保護体制の徹底 

（２）被害者の情報管理の徹底 

基本方針 2 

安心して相談できる体制の整備 

（１）相談体制の充実 

（２）被害者の状況に応じた 

相談機能の充実 

基本方針１ 

ＤＶを許さない意識づくりの推進 

（1）市民に対する啓発 

（2）若年層への教育・予防啓発及び 

教育関係者に対する理解の促進 

（3）医療・保健・福祉関係者等に 

対する理解の促進 
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４ 数値目標 

計画の達成度や進捗状況を定期的に把握・評価し、施策の推進における課題等を見出し、

効果的に計画を推進するため、目標を設定し、取り組んでいます。 

＜目標＞ 

項目 
策定時 

（平成 28年度） 

目標 

（令和 4年度） 

夫婦間における 

「何を言っても長時間無視し続ける」 

「交友関係や行き先、電話・メール 

などを細かく監視する」 

を暴力として認識する市民の割合 

「何を言っても長時間無視し続ける」 

59.7% 

「交友関係や行き先、電話・メールなどを

細かく監視する」 

60.9% 

100％に近づける 

結婚していない交際中の男女間等で行われ

る暴力行為である 

「デート DV」という言葉を 

知っている市民の割合 

42.2% 100％に近づける 

DV 被害者が 

「どこ（だれ）にも相談しなかった」とす

る市民の割合 

34.2% 
策定時より半減させる 

（17.1%） 

「堺市配偶者暴力相談支援センター」 

の周知度 
22.4% 70%以上 

☆「堺市 男女間における暴力に関する市民意識・実態調査報告書」（平成 28 年度）より 
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（参考）堺市等におけるDV被害状況 

 

策定時 直近値 担当課

 1,901 件  2,118 件

（平成28年度） （令和元年度）

124 件 100 件

（平成28年度） （令和元年度）

（平成28年度） （令和元年度）

146 件  155 件

（平成28年度） （令和元年度）

  1,072 件   1,128 件

（平成28年度） （令和元年度）

  111 件   167 件

（平成28年度） （令和元年度）

  442 件   559 件

（平成28年度） （令和元年度）

8,932 件 10,070 件

（平成28年） （令和元年）

285 件 337 件

（平成28年度） （令和元年度）

279 件 189 件

（平成28年） （令和元年）

夫 6,280 件 夫 6,986 件

妻 569 件 妻 798 件

（平成28年）
（令和元年）

夫 234 件 夫 280 件

妻 33 件 妻 28 件

（平成28年） （令和元年）

＜モニタリング指標＞

項目

堺市におけるＤＶに関する相談件数
（下記6項目総数）

―

①
堺市男女共同参画交流の広場

男女共同参画推進課

「女性の悩みの相談」（ＤＶ）

④ 堺市「女性相談」（ＤＶ）
子ども家庭課

各区子育て支援課

②

堺市男女共同参画交流の広場   9 件
（うち、被害 5 件、
　　　　 加害 4 件）

男女共同参画推進課「男性の悩みの相談」（ＤＶ）

（平成24年2月開設）

③
堺市配偶者暴力相談支援センター

子ども家庭課

（平成24年7月開設）

  6 件
（うち、被害 2 件、
　　　　 加害 4 件）

⑤ 夜間・休日ＤＶ電話相談 子ども家庭課

⑥
男女共同参画センター相談業務 ※1 男女共同参画センター

※2
（ＤＶ／子ども虐待）

大阪府警察で受理した 「大阪府警察本部
調べ」より

ＤＶに関する相談件数

大阪府女性相談センターにおける
ＤＶを原因とする一時保護件数

「大阪府女性相談
センター調べ」より

※1 策定時は「女性センター相談業務」

※2 策定時は「女性センター」が担当課

大阪地方裁判所管内における
大阪府の保護命令発令件数

「最高裁判所調べ」
より

配偶者間の暴力（殺人・暴
行・傷害）の検挙件数

（全国・大阪府）

全国 「警察庁資料」より

大阪府
「大阪府警察本部

調べ」より
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 ５ 第２次堺市配偶者等からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画 

（ＤＶ防止基本計画） 

令和元年度事業実施（進捗）状況 

（概要） 
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令和元年度の「第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

基本計画」（ＤＶ防止基本計画）の事業実施（進捗）状況における各所管課の自己評価

については、A「予定以上の取組を実施できた」が 2.6％、B「予定通りの取組を実施

できた」が 96.7％となり、ほとんどの事業で予定通りまたは予定以上の取組を実施で

きている。 

各所管課が「DVを許さない社会」の実現を目標に事業に取り組んだことが、今回の

評価に表れている。 

 

 

事業に対する各所管課の自己評価【基本方針１～５の全事業】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
2.6%

B
96.7%

C
0.7%

評価 件数
A 4
B 147
C 1

令和元年度事業実施（進捗）状況報告（総括） 
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事業に対する各所管課の自己評価【基本方針１】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

 

 

 

A
4.0%

B
96.0%

C
0.0%

評価 件数
A 1
B 24
C 0

 DV を生み出さない社会の実現のためには、DV は、犯罪となる行為をも含む重大な人権

侵害であることを広く周知し、DV を含むあらゆる暴力を許さないという意識を社会全体で

共有することが必要である。DV による被害が起きない社会や家庭をつくるため、以下の 3

つの施策に取り組んだ。 

【主な取組】 

① 市民に対する啓発 

・暴力の防止や DV・デート DVについての講演会・講座等を実施した。 

・オレンジ＆パープルリボンキャンペーンを市内各所で実施し、「子どもへの虐待・女性に

対する暴力を許さない社会」をめざした啓発を行った。 

・啓発冊子やカードを作成・配布し、相談先の周知を図った。 

② 若年層への教育・予防啓発及び教育関係者に対する理解の促進 

・男女共同参画社会の実現に向け、セクシュアル・ハラスメント防止、いじめ・暴力防止、

デートＤＶ等防止教育に関する教職員研修を実施した。 

・いじめ・暴力防止（ＣＡＰ）プログラムを全小学校及び中学校 24 学級で実施した。 

③ 医療・保健・福祉関係者等に対する理解の促進 

・ＤＶに関する知識や理解を深めるとともに、被害者支援に係る庁内各課の連携について学

ぶ庁内職員研修を実施した。 

・被害の早期発見のため、医療機関等に啓発チラシやリーフレット、ポスター等を配布・配

架し、相談窓口の情報提供などを行った。 

基本方針１ ＤＶを許さない意識づくりの推進 

基本方針１における事業実施（進捗）状況に係る各所管課の自己評価については、様々

な手法を用いた啓発や情報発信を予定していた通りに実施することができたため、す

べての事業において「B」以上の評価となった。 
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事業に対する各所管課の自己評価【基本方針２】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

 

 

A
0.0%

B
100.0%

C
0.0%

評価 件数
A 0
B 29
C 0

被害者がＤＶから抜け出し安全な生活を送るためには、支援等の情報を入手し、自分自身

で決定しながら、問題の解決に向けた行動がとれるようにすることが大切である。被害者が

安心して相談できる体制を整備するため、以下の２つの施策に取り組んだ。 

【主な取組】 

① 相談体制の充実 

・女性相談員等が必要に応じて被害者に同行し、各種制度の利用にかかる手続きを支援する

など被害者の負担軽減を図った。 

・夜間、休日に DV 電話相談を実施し、24 時間の相談体制を確保するとともに、必要に応

じて関係機関との連携を行った。 

② 被害者の状況に応じた相談機能の充実 

・地域包括支援センターや障害者基幹相談支援センター等と連携し、それぞれの被害者に対し、適

切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研修等を通じてDVについて周知を図った。 

・男性被害者が相談しやすい環境を整備し、状況に応じて適切な支援を行った。 

・２４時間電話教育相談「こころホーン」や面接相談の周知を図り、子どもや保護者が相談

しやすい環境づくりを進めた。 

・性的少数者を含めた人権相談等や弁護士によるＬＧＢＴ相談を実施した。 

 

 

・その他様々な状況に合わせて、情報提供や相談窓口の充実を図った。 

基本方針２における事業実施（進捗）状況に係る各所管課の自己評価については、相

談手法を整備し、多くの悩みや不安の解消につなげることができたため、すべての事

業において「B」評価となった。 

 

基本方針２ 安心して相談できる体制の整備 
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事業に対する各所管課の自己評価【基本方針３】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

 

 

 

A
0.0%

B
100.0%

C
0.0%

評価 件数
A 0
B 28
C 0

被害者とその子ども等の安全確保は最優先課題であり、関係機関は連携・協力しなが

ら、それぞれに求められる役割を的確に果たす必要がある。被害者の安全確保の徹底を

図るため、以下の２つの施策に取り組んだ。 

【主な取組】 

① 被害者の保護体制の徹底 

・被害者の安全確保のため、関係機関と連携し、一時保護のための支援を行った。 

・被害者の子どもの就学先や居住地等の情報を加害者等に漏洩しないよう、関係教育委員会

及び就学先の学校へ連絡調整を行った。 

・救急業務遂行中、傷病者の症状にＤＶが疑われる事案に遭遇した際、被害者と調整のうえ

関係機関への通報等を行った。 

② 被害者の情報管理の徹底 

・プライバシーを保護するとともに証明が悪用されることを防止するため、被害者の申請に

基づき被害者以外への税務証明の交付を停止した。 

・被害者及び同一住所を有する者の転居先が加害者に知られることを防止するため、被害者

の申請に基づき住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の証明書発行を制限した。 

基本方針３ 被害者の安全確保の徹底 

基本方針３における事業実施（進捗）状況に係る各所管課の自己評価については、 

関係機関との連絡調整を図ることにより保護や支援を行い、また、被害者の情報管理

を被害者の申し出に基づき適正に行うことができたため、すべての事業において「B」

評価となった。 
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事業に対する各所管課の自己評価【基本方針４】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

A
3.4%

B
94.9%

C
1.7%

評価 件数
A 2
B 56
C 1

基本方針４ 被害者の自立支援と生活再建の支援 

被害者が暴力のある生活の場から離れ、新たな場所で自立して生活しようとする場合、住

宅の確保、経済基盤の確立、ＤＶによる心身の回復のためのケアなど様々な問題に直面する。

被害者の自立支援や生活再建の支援を図るため、以下の４つの施策に取り組んだ。 

【主な取組】 

① 生活基盤を整えるための支援 

・住民票を移せない被害者について、事実上の住所及び他の公的医療保険に加入していないことの

確認により、国保加入を認める措置を行った。 

・一定の要件を満たした被害者やその世帯について、市営住宅への申込みを可能とした。 

・就業相談、就業支援講習会、就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスを行った。 

② 子どもに関する支援 

・育児に課題を抱える家庭に、子育てアドバイザーやヘルパーの派遣等を行い、DVの恐れのある家

庭を含む要支援家庭を支援した。 

・経済的な理由で就学困難な公立小・中学校の児童生徒のいる家庭に対し、学用品費等の就学援助

金を支給した。また、経済的理由により就学困難な高校1年生等に対して奨学金を給付した。 

・ＤＶにより市内へ避難してきた被害者の子ども、市外に避難した被害者の子どもに対して予防接

種費用の助成を行った。 

③ 高齢者・障害者・外国人・性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の方などへの支援 

・虐待の被害者に対して、関係機関と連携し相談や支援を行った。 

・多言語による DV に関する情報提供を行い、文化や制度の違い等に配慮した対応を行った。 

④ 被害者の心のサポート 

・DV被害者同士が自らの悩みや体験を語り合うことで、被害からの回復を図るための「DV

被害者サポートグループ」を実施した。 

・DV 被害から避難してきた保護者及び児童へのアセスメント及び心理ケアの実施により、

心的外傷の回復を図った。 

基本方針４における事業実施（進捗）状況に係る各所管課の自己評価については、申

込実績がなかったため評価「Ｃ」となった事業が 1 件あったが、それ以外は被害者の

状況に応じた自立や生活再建の支援や、心のサポート等、継続的な支援を行い、また、

支援するための環境の整備を行うことができたため、概ね良い評価となった。 
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事業に対する各所管課の自己評価【基本方針５】 

（＜凡例＞ A:予定以上の取組を実施できた B:予定通りの取組を実施できた 

      C:予定していた取組の一部を実施できなかった ） 

 

 

 

 

 

A
9.1%

B
90.9%

C
0.0%

評価 件数
A 1
B 10
C 0

基本方針５ 推進体制の充実 

ＤＶを防止し、被害者に寄り添い、本人の意思を尊重した適切な支援を行うためには、課

題解決にかかわる関係部局との連携強化のみならず、国及び大阪府、警察、医療機関、民間

団体など関係機関が共通認識を持ちながら、緊密に連携して取り組み、継続した支援を推進

するため、以下の２つの施策に取り組んだ。 

【主な取組】 

① 人材育成研修 

・ＤＶの特性、被害者の心のケア、相談手法等について女性相談員等の知識と技術の向上を

図る研修を実施した。 

・被害者に接する機会の多い福祉関係者等に対し、ＤＶについての理解を深めるための研修

の実施や相談窓口カード等の配付等により情報提供を行った。 

② 関係機関、団体等との連携機能の充実 

・「堺市DV対策連絡会議」を開催し、警察、大阪府の関係機関、弁護士、医療機関、民間支援団体

などDVに係る機関、庁内関係課との情報交換・連携を図った。 

・大学の学園祭にて、女性や子どもにとって安全安心なまちづくりの推進を広く周知するこ

とを目的とした「堺セーフシティ・プログラム」のパネル展を実施した。 

基本方針５における事業実施（進捗）状況に係る各所管課の自己評価については、相

談員や教職員への研修を行い、加えて、国をはじめとした様々な機関との連携を強化

することができたため、すべての事業において「B」以上の評価となった。 
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 ６ 第 2次堺市配偶者等からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画 

（ＤＶ防止基本計画） 

活動指標進捗状況調書 

（令和元年度実績） 



No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

1 912 1,080 男女共同参画推進課

2 - - 市民協働課

3 - - 子ども家庭課

4
62,860

（「自由の泉大学」
委託料総額）

63,931
（「自由の泉大学」

委託料総額）
男女共同参画センター

5 ●啓発冊子等での情報提供を実施します。 252 288 男女共同参画推進課

6 ●DV啓発冊子「脱暴力宣言」や相談窓口カードを様々な場面で配架・配布し、相
談先の周知を図ります。

190 100 男女共同参画推進課

7 73 106 男女共同参画推進課

8 839 1,093 子ども家庭課

9 ●相談案内カード等の配布により配偶者暴力相談支援センターの電話相談や各区
女性相談窓口など、DV相談先の周知を図ります。

0 378 子ども家庭課

10 ●母子健康手帳に、DV相談を含めた各種相談窓口を掲載し、相談先の周知を図り
ます。

1,241 1,248 子ども育成課

11 ●DVや子ども虐待を中心に女性への暴力に関する図書の充実と啓発展示を男女共
同参画センターで実施します。

249 312 男女共同参画センター

12
●PTA等の保護者を対象に、子どもをDVの被害者にも加害者にもさせないよう、
デートDVについての知識と理解を深めるための講座を開催します。また面前DV
が子どもに与える深刻な影響についての周知を図ります。

68 87
男女共同参画推進課
人権教育課

13 （再掲）啓発冊子等での情報提供を実施します。 252 288 男女共同参画推進課

14
●当事者である若者に適切な情報が届くよう、若年層が集まる機会・場所等での
周知やアクセスしやすいツール等の活用によるデートDV等予防啓発を実施しま
す。

25 67 男女共同参画推進課

15
●学校教育活動全体を通じて、性や健康課題について、教科学習を中心に発達段
階に応じた性に関する指導を行い、保健センター等関係機関を連携を図り推進し
ます。

660 620
生徒指導課
保健給食課

16
●保育従事者へのDV及び子ども虐待を含む人権研修の実施を通じ、DVについて
の知識と理解を深めるとともに、子ども一人ひとりの人権と個性を尊重した保育
を実施します。

494 780 幼保推進課

17
●市立幼稚園では、幼児期から男女平等の意識が形成されていくことを認識し、
ジェンダーにとらわれることなく、子ども一人ひとりの人権と個性を尊重した教
育を実施します。

- - 学校指導課

18 ●自尊感情の向上、自ら危機的状況を切り抜けるための知識や方法の習得を目的
とした学習プログラムを実施します。

7,413 7,518 生徒指導課

19

●若年世代がデートDVの認識を高められるよう、デートDV防止啓発冊子「デー
トDVってなに？」等を活用し、男女平等教育を進めます。また、各学校園が作成
する「人権教育年間計画」の進捗を管理し、人権尊重の意識を育む人権教育・男
女平等教育の充実を図ります。

660 620
生徒指導課
人権教育課

20 ●男女共同参画社会の実現に向け、セクシュアル・ハラスメント防止、いじめ・
暴力防止、デートDV又はDV防止教育等に関する教職員研修を実施します。

660 620
生徒指導課
教育センター

21
（再掲）PTA等の保護者を対象に、子どもをDVの被害者にも加害者にもさせない
よう、デートDVについての知識と理解を深めるための講座を開催します。また面
前DVが子どもに与える深刻な影響についての周知を図ります。

68 87
男女共同参画推進課
人権教育課

22 （再掲）啓発冊子等での情報提供を実施します。 252 288 男女共同参画推進課

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

基本方針１　ＤＶを許さない意識づくりの推進

（１）　市民に対する啓発

（２）　若年層への教育・予防啓発及び教育関係者に対する理解の促進

（３）　医療・保健・福祉関係者に対する理解の促進

●暴力の防止の講演会・教室等を実施します。

●オレンジ＆パープルリボンキャンペーンを実施します。

14



No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

23 ●被害の早期発見のため、医療機関等に啓発チラシやリーフレット、ポスター等
を配布・配架し、相談窓口の情報提供などを行います。

― ― 男女共同参画推進課

24
●民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害者に接する機会の多い福祉関係者等
に対し、DVについての理解を深めるための研修の実施やリーフレットの配布等情
報提供を行います。

23 0 男女共同参画推進課

25 ●DV被害者支援現場からの報告や講演などのDVに関する庁内職員研修を実施し
ます。

46 46
男女共同参画推進課
子ども家庭課

　

26 ●女性の悩みの相談を実施します。 6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

27 ●男性の悩みの相談を実施します。 6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

28
●配偶者暴力相談支援センターと各区女性窓口相談が連携して被害者支援の充実
に努めます。

46,620 51,118
子ども家庭課
各区子育て支援課

29 ●スーパーバイザー等による女性相談員へのケース検討など、女性相談員のサ
ポート体制を充実します。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

30 （再掲）相談案内カード等の配布等により配偶者暴力相談支援センターの電話相
談や女性相談窓口など、DV相談先の周知を図ります。

0 378
子ども家庭課
各区子育て支援課

31 ●マニュアルを活用し、女性相談員等が必要に応じて被害者に同行し、各制度の
利用にかかる手続きを円滑に行えるよう被害者の負担軽減を図ります。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

32 ●対応が困難なケースでは、配偶者暴力相談支援センターや各区女性相談窓口等
と関係機関が連携し、ケースカンファレンスを行うなど協力して対応します。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

33
●法的な問題の解決を図るため、堺市DV専門法律相談の実施や日本司法支援セン
ター（法テラス）等と連携します。

1,095 1,116
子ども家庭課
各区子育て支援課

34 ●夜間・休日DV電話相談を実施し、24時間相談できる体制を確保します。 5,098 5,144
子ども家庭課
各区子育て支援課

35
●「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学ぶ－　DVその１ 相談窓口
の充実編」を活用し、学校も相談窓口であるとの認識を持ち、相談体制の充実に
努めます。

― ― 生徒指導課

36 ●各学校園での相談の中で、DVが疑われる場合には、関係機関に確実につなげま
す。

― ― 生徒指導課

37
●DV、子ども虐待、離婚問題など様々な課題に関する相談(男女共同参画セン
ター相談)を実施し、DVが疑われる場合には、関係機関と連携し解決に努めま
す。

5,555 5,623 男女共同参画センター

38
●地域包括支援センター等と連携し、老人福祉法による制度などの活用を含めて
被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研修等を通
じてDVについて周知を図ります。

9,991 7,986
地域包括ケア推進課
各区地域福祉課

39
●障害者基幹相談支援センター等と連携し、障害者総合支援法などの活用を含め
て被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研修等を
通じてDVについて周知を図ります。

8,609 10,041
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

40 ●大阪府女性相談センターや民間支援団体と協力し、通訳支援の充実に努めま
す。

0 72
子ども家庭課
各区子育て支援課

41
（再掲）性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の方など様々な状況に対応
できる相談（男女共同参画センター相談）を実施し、DVが疑われる場合には、関
係機関と連携し解決に努めます。

5,555 5,623 男女共同参画センター

42 ●性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）を含めた人権相談を実施します。 654 0 人権推進課

　①高齢者、障害者、外国人、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）への対応

基本方針２　安心して相談できる体制の整備

（１）　相談体制の充実

（２）　被害者の状況に応じた相談機能の充実

（３）　医療・保健・福祉関係者に対する理解の促進

基本方針１　ＤＶを許さない意識づくりの推進

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧
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No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

43 （再掲）男性の悩みの相談を実施します。 6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

44
（再掲）DV、子ども虐待、離婚問題など様々な課題に関する相談(男女共同参画
センター相談)を実施し、DVが疑われる場合には、関係機関と連携し解決に努め
ます。

5,555 5,623 男女共同参画センター

45 ●配偶者暴力相談支援センターで男性のDV被害者の相談を実施します。 ― ― 子ども家庭課

46 ●DVは子ども虐待と密接に関係しているため、子ども相談所及び各区の家庭児童
相談室と相互に連携して支援します。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課
子ども相談所

47 ●子ども電話教育相談「こころホーン」(24時間)や面接相談の周知を図り、子ど
もや保護者が相談しやすい環境づくりを進めます。

16,333 16,732 教育センター

48
●教育相談において子ども虐待やDVが背景にある場合、相談者に対する専門機関
の情報提供に努めるとともに、被害者の安全確保と個人情報の管理を徹底し、関
係機関と情報交換や連絡調整を行います。

― ― 教育センター

49
●すべての教職員が相談の対応者であるとの認識をもち、子ども虐待やDVについ
ての正しい知識や対応方法を身につけ、専門機関等の情報提供などができるよ
う、意識啓発や研修に取り組みます。

234 253 教育センター

50 ●犯罪被害者等支援相総合相談窓口にて、各種制度の案内や関係機関に関する情
報提供を実施します。

（総合相談窓口分）０
（カウンセリング分）66

（総合相談窓口分）０
（カウンセリング分）149 市民協働課

51 ●各区精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談を実施します。 13,925 15,616
精神保健課
各区保健センター

52 ●「こころの電話相談」を設置し、こころの悩みに関して心理士や精神保健福祉
士が相談を受けます。

3,252 3,325 こころの健康センター

53
●性暴力救援センター・大阪(SACHICO)の協力医療機関である堺市立総合医療セ
ンターにおいて、性暴力被害者受診専用ホットラインを開設し、女性職員が性暴
力被害者の診療受付に24時間365日対応します。

300 300 健康医療推進課

54 ●性暴力被害者支援看護職(SANE)を養成し、相談体制の充実を図ります。 504 505 健康医療推進課

55
（再掲）地域包括支援センター等と連携し、老人福祉法による制度などの活用を
含めて被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研修
等を通じてDVについて周知を図ります。

9,991 7,986
地域包括ケア推進課
各区地域福祉課

56

●高齢者虐待防止法に基づき、虐待の通報があった場合、被虐待高齢者とその養
護者に対する適切な事実確認とアセスメントのもと、行政と地域包括支援セン
ター等の関係機関が連携して一時保護等を行うなど、高齢者の安全確保と養護者
支援を進めます。

9,991 7,986
地域包括ケア推進課
各区地域福祉課

57
（再掲）障害者基幹相談支援センター等と連携し、障害者総合支援法などの活用
を含めて被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研
修等を通じてDVについて周知を図ります。

8,609 10,041
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

58 ●障害者虐待防止法に基づき、虐待の通報があった場合、関係機関等と連携して
一時保護等を行うなど、障害のある被害者の支援を進めます。

8,609 10,041
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

59 ●定期的な連絡会などの機会を通じ、大阪府女性相談センター（婦人相談所）と
の連携をさらに強化します。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

60 ●被害者の安全確保を図るため、大阪府女性相談センター（婦人相談所）と連携
し、一時保護のための支援を行います。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

61 ●配偶者暴力相談支援センター及び各区女性相談窓口において、保護命令制度に
ついての情報提供や申立てにかかる支援を行います。

― ―
子ども家庭課
各区子育て支援課

基本方針２　安心して相談できる体制の整備

（２）　被害者の状況に応じた相談機能の充実

　②男性への対応

（１）　被害者の保護体制の徹底

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

　④その他

　③子どもへの対応

基本方針３　被害者の安全確保の徹底
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No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

62
●被害者の子どもの安全確保については加害者からの問い合わせがあった場合な
どの対応方法を明確にし、全教職員で共通理解を図り、関係機関との連携を更に
強化します。

- - 生徒指導課

63
●「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学ぶ－　DVその２ 被害者の
安全確保の徹底編」を活用し、被害者の緊急時における安全確保を徹底します。 - - 生徒指導課

64
●被害者の子どもの就学先や居住地等の情報を加害者等に漏洩しないよう関係教
育委員会及び就学先の学校へ連絡調整します。 - - 学務課

各区企画総務課

65 ●救急業務遂行中、傷病者の症状にDVの可能性が疑われた場合において、被害者
と調整のうえ関係機関への通報等を行います。 - - 救急課

66 ●災害時に作成される避難者名簿の公表については、被害者の居所が加害者に伝
わり新たな被害が生じることがないよう配慮します。 - - 危機管理課

67 ●被害者の申請に基づき、被害者以外への税務証明の交付を停止することで、プ
ライバシーを保護するとともに証明が悪用されることを防止します。 - - 税制課

税務サービス課

68
●被害者の申請に基づき住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の証明書発行を制
限し、被害者及び同一住所を有する者の転居先が加害者に知られることを防止し
ます。

- - 戸籍住民課
各区市民課

69 ●被害者の申し出に基づき、被害者及び同一住所を有する者の転居先が加害者に
知られないよう配慮します。 - - 国民健康保険課

各区保険年金課

70 ●住民票を移せない被害者について、事実上の住所及び他の公的医療保険に加入
していないことの確認により、国保加入を認めます。 - - 国民健康保険課

各区保険年金課

71 ●被害者の申し出に基づき、「医療費のお知らせ」を国保の世帯主へ送付しない
ようにします。 - - 国民健康保険課

各区保険年金課

72
●被害者の申し出に基づき、国民年金原簿等に記録されている住所等を加害者に
知られないよう配慮する取扱いがあることを説明し、年金事務所への手続きを案
内します。

- - 医療年金課
各区保険年金課

73 ●被害者の申し出に基づき、被害者及び同一住所を有する者の転居先が加害者に
知られないよう配慮します。 - - 介護保険課

各区地域福祉課

74 ●住民票を移せない被害者について、事実上の住所及び他の市町村の介護保険に
加入していないことの確認により、本市の介護保険への加入を認めます。 - - 介護保険課

各区地域福祉課

75 ●被害者の申し出に基づき、「介護保険給付費通知書」等を申し出のあった宛先
に送付します。 - - 介護保険課

各区地域福祉課

76
●被害者の申し出に基づき、被害者及び家族等の転居先等の情報が第三者に漏洩
しないよう配慮します。 - - 上下水道局

事業サービス課

77 ●被害者の申し出に基づき、本人以外への水道料金等納付済証明及び水道使用証
明の発行を制限し、情報の漏洩及び証明の悪用を防止します。 - - 上下水道局

事業サービス課

78
●公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧
について、DV及びストーカー行為等被害者については閲覧を制限し、被害者の居
住地、転居先を加害者に知られることを防止します。

- -
選挙管理委員会事務局
各区選挙管理委員会事
務局

79
●被害者の申し出に基づき、マイナンバー制度による他市等への情報提供・照会
及びマイナポータルでの閲覧を停止することで、居住市区町村や特定個人情報を
加害者に知られることを防止します。

- - 個人番号利用事務実施
課

80 ●研修及び担当者会議により、被害者に対する情報の共有と関係機関による居所
を含む被害者の情報管理の更なる徹底を行います。 - - 生徒指導課

81 ●「『学校園における危機管理』―具体的な事例に学ぶ― DVその3 被害者の情
報管理の徹底編」を活用し、被害者の子どもの安全確保を徹底します。 - - 生徒指導課

82 （再掲）被害者の子どもの就学先や居住地等の情報を加害者等に漏洩しないよう
関係教育委員会及び就学先の学校へ連絡調整します。 - - 学務課

各区企画総務課

83 ●生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化
的な最低限度の生活を保障します。

46,305,178
※DV非関連含む

46,236,667
※DV非関連含む

生活援護管理課
各区生活援護課

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

　①経済的支援、生活支援

（１）　生活基盤を整えるための支援

基本方針４　被害者の自立支援と生活再建の支援

（２）　被害者の情報管理の徹底

（１）　被害者の保護体制の徹底

基本方針３　被害者の安全確保の徹底
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No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

84 ●最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対し、困窮状
態からの脱却を図るための相談支援を行います。

64,846
※DV非関連を含む

69,137
※DV非関連を含む

生活援護管理課
各区生活援護課

85 （再掲）住民票を移せない被害者について、事実上の住所及び他の公的医療保険
に加入していないことの確認により、国保加入を認めます。 - - 国民健康保険課

各区保険年金課

86 （再掲）被害者の申し出に基づき、「医療費のお知らせ」を国保の世帯主へ送付
しないようにします。 - - 国民健康保険課

各区保険年金課

87 ●堺市DV被害者等自立支援金を支給します。 133 250
子ども家庭課
各区子育て支援課

88
（再掲）法的な問題の解決を図るため、堺市DV専門法律相談の実施や日本司法支
援センター（法テラス）等と連携します。

1,095 1,116
子ども家庭課
各区子育て支援課

89

●生活支援のための各種制度の情報提供や手続き支援などを行います。
（生活保護、母子父子寡婦福祉資金貸付、健康保険、医療費助成、年金、ひとり
親家庭等日常生活支援事業、児童扶養手当等の制度に関する情報提供と手続き支
援）

- - 子ども家庭課
各区子育て支援課

90 ●一時的な利用や当面の生活の場とする居室を提供するDV被害者等援護事業を実
施します。

4,041 4,078
子ども家庭課
各区子育て支援課

91 ●子どもや母子等を対象とした、ショートステイやトワイライトステイを実施し
ます。

3,280 2,919
子ども家庭課
各区子育て支援課

92 ●母子生活支援施設の入所や調整を行い、母子家庭の自立促進のためにその生活
を支援します。

135,758 143,392
子ども家庭課
各区子育て支援課

93 ●一定の要件を満たした被害者について、特に居住の安定を図る必要がある者と
位置付け、市営住宅の単身での申込みを可能とします。 - - 住宅管理課

住宅改良課

94 ●一定の要件を満たした被害者の世帯について、特に居住の安定を図る必要があ
る者と位置付け、市営住宅の福祉世帯枠への申込みを可能とします。 - - 住宅管理課

95

●母子・父子自立支援員は、相談や、自立支援給付金事業（自立支援教育訓練給
付金、高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金）の相談及び事務
手続きについて情報提供を行い、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行
います。

21,381 22,415
子ども家庭課
各区子育て支援課

96
●堺市母子家庭等就業・自立支援センターは、就業相談から就業支援講習会、就
業情報の提供等にいたるまでの一貫した就業支援サービスを行います。

20,544 19,920
子ども家庭課
各区子育て支援課

97
●ひとり親家庭の父・母の就業と自立を支援するため、プログラム策定員が自立
支援プログラムを策定し、ハローワーク、区保健福祉総合センター、堺市母子家
庭等就業・自立支援センターが一体となって、就業までのサポートを行います。

- - 子ども家庭課
各区子育て支援課

98
●さかいJOBステーション女性しごとプラザやジョブシップさかいにおいて、関
係機関との連携により、就労支援を行います。

108,857 110,711 雇用推進課

99
●就労支援を必要とする生活保護受給者及び生活困窮者に対し、「堺市キャリア
サポート事業」や「生活保護受給者等就労自立促進事業」の就労支援事業の利用
を促し、支援対象者一人ひとりの状況に応じた支援を行います。

131,317
※DV非関連を含む

128,296
※DV非関連を含む

生活援護管理課
各区生活援護課

100 ●乳幼児健診の実施を通して、出産・育児に課題を抱えた家庭の把握に努めま
す。 - -

子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

101 ●育児に課題を抱える家庭に、子育てアドバイザーやヘルパーの派遣、育児相談
等の支援を行います。

5,698 6,680
子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

102 ●対応が困難なケースは、関係機関と連携し、ケースカンファレンスを行うなど
し、協力して対応します。 - -

子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

103 ●ユースサポートセンターで、ひきこもり、不登校、ニート、非行などの困難を
抱える子ども、若者及びその保護者・関係者からの相談に応じています。

17,960 22,737 子ども家庭課

（２）　子どもに関する支援

　②住まいの確保、住宅支援

　③就労支援

　①子育て・育児支援

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

　①経済的支援、生活支援

基本方針４　被害者の自立支援と生活再建の支援

（１）　生活基盤を整えるための支援
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No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

104 ●DVにより心理的虐待を受け、被害者とともに避難した子どもの心理ケアについ
て、具体的に検討します。 - - 子ども家庭課

105 （再掲）DVは子ども虐待と密接に関係しているため、子ども相談所及び各区の家
庭児童相談室と相互に連携して支援します。 - -

子ども家庭課
各区子育て支援課
子ども相談所

106 ●子どもや保護者がいつでも電話できるよう、子ども電話教育相談「こころホー
ン」(24時間)を実施します。

14,000 14,340 教育センター

107 ●子どもや保護者が相談しやすい環境づくりに努め、小・中学生の性格や行動、
発達に関する問題について電話相談、面接相談を行います。

16,333 16,732 教育センター

108 ●教育相談において虐待やDVが背景にある場合、関係機関と連携を図り、情報交
換や連絡調整を行います。 - - 教育センター

109
（再掲）学校教育活動全体を通じて、性や健康課題について、教科学習を中心に
発達段階に応じた性に関する指導を行い、保健センター等関係機関と連携を図り
推進します。

660 620
生徒指導課
保健給食課

110
●ひとり親家庭の親または子の学び直しの支援を推進することにより、安定した
就業につなげることを目的に、高等学校卒業程度認定試験の対策講座の受講費用
の一部を給付金として支給します。

32 349 子ども家庭課

111 ●就労中、就労可能なひとり親家庭の児童について、認定こども園などの優先的
な利用に配慮します。 - - 幼保推進課

各区子育て支援課

112
（再掲）男女共同参画社会の実現に向け、セクシュアル・ハラスメント防止、い
じめ・暴力防止、デートDV又はDV防止教育等に関する教職員研修を実施しま
す。

660 620
生徒指導課
教育センター

113 （再掲）自尊感情の向上、自ら危機的状況を切り抜けるための知識や方法の習得
を目的とした学習プログラムを実施します。

7,413 7,518 生徒指導課

114
●臨床心理に関して高度に専門的な知識を有する者をスクールカウンセラーとし
て配置し、子どもの不登校や問題行動に対する適切な対応をはじめ、学校におけ
る教育相談体制の充実に努めます。

78,671 82,035 生徒指導課

115

●学校だけでは解決が困難な、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待、デートDV
又はDVなどの課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知識・技能に加えて、
教育分野に関する知識を有するスクールソーシャルワーカーを活用し、子どもの
置かれた様々な環境に働きかけ、支援を行い、課題の解決を図ります。

21,865 46,370 生徒指導課

116
●「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学ぶ－DVその4 子どもへの支
援編」を活用し、幼児、児童生徒が自分も相手も大切にする意識や態度を身につ
けられるよう発達段階に応じた人権教育を充実させます。

- - 生徒指導課

117 ●被害者の子どもという特別事情により居住の実態があれば住民登録がなくても
就学に配慮します。 - - 学務課

各区企画総務課

118
●経済的な理由で就学困難な公立小・中学校の児童生徒のいる家庭に対し、学用
品費等の就学援助金を支給します。また、経済的理由により就学が困難な高校1年
生等に対して、奨学金を給付します。

就学援助　680,260
堺市奨学金　7,744

就学援助　812,035
堺市奨学金　15,360

学務課

119
●放課後や長期休業中などを活用し、小学生(3年生以上)および中学生の希望者を
対象として無料で学習支援を行い、一人ひとりの学力及び学習意欲の向上を図り
ます。

206,243 62,266 学校指導課

120
●生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の高校在学年齢等の子どもを対象に、学習
できる場であり、居場所となる場を提供することで、高校の中退防止や子どもの
将来の自立に向けた支援を行います。

16,119
※DV非関連を含む

20,798
※DV非関連を含む

生活援護管理課
各区生活援護課

121

●子ども食堂の実施団体や支援機関等によるネットワークを構築し、情報提供並
びに実施ノウハウの提供、従事者向け研修、食材の寄付やボランティアの仲介な
どを実施するとともに、子ども食堂の開設に要する経費を補助することで子ども
食堂の開設や運営を支援します。

19,486 19,486 子ども企画課

122 （再掲）母子生活支援施設の入所や調整を行い、母子家庭の自立促進のためにそ
の生活を支援します。

135,758 143,392
子ども家庭課
各区子育て支援課

123
●堺市内から市外に、また市外から堺市内に住民登録を残したまま避難している
被害者に同伴する子どもに対し、予防接種を受けやすい環境を整え、感染症の罹
患及びまん延を防止します。

1,337,709
（市に住民登録のある子ど

もに対する予算も含む）

1,436,531
（市に住民登録のある子ど

もに対する予算も含む）
感染症対策課

　③居場所づくり、その他の支援

　②保育・教育・学習支援

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

基本方針４　被害者の自立支援と生活再建の支援

（２）　子どもに関する支援

　①子育て・育児支援
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　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

124
（再掲）地域包括支援センター等と連携し、老人福祉法による制度などの活用を
含めて被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研修
等を通じてDVについて周知を図ります。

9,991 7,986
地域包括ケア推進課
各区地域福祉課

125

（再掲）高齢者虐待防止法に基づき、虐待の通報があった場合、被虐待高齢者と
その養護者に対する適切な事実確認とアセスメントのもと、行政と地域包括支援
センター等の関係機関が連携して一時保護等を行うなど、高齢者の安全確保と養
護者支援を進めます。

9,991 7,986
地域包括ケア推進課
各区地域福祉課

126
（再掲）障害者基幹相談支援センター等と連携し、障害者総合支援法などの活用
を含めて被害者に対する適切な相談や支援に努めるとともに、関係機関に対し研
修等を通じてDVについて周知を図ります。

8,609 10,041
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

127 （再掲）障害者虐待防止法に基づき、虐待の通報があった場合、関係機関等と連
携して一時保護等を行うなど、障害のある被害者の支援を進めます。

8,609 10,041
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

128 （再掲）大阪府女性相談センターや民間支援団体と協力し、通訳支援の充実に努
めます。

0 72
子ども家庭課
各区子育て支援課

129
●多言語によるDVに関する情報提供に努めます。また、文化や制度の違い等に配
慮した対応に努めます。 - - 子ども家庭課

各区子育て支援課

130 （再掲）性的少数者(セクシュアル・マイノリティ）を含めた人権相談を実施しま
す。

654 0 人権推進課

131 （再掲）女性の悩みの相談を実施します。 6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

132 （再掲）男性の悩みの相談を実施します。 6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

133 ●被害者同士が自らの悩みや体験を語り合い、被害からの回復を図るための「DV
被害者サポートグループ」を実施します。

6,758
（広場委託料）

6,820
（広場委託料）

男女共同参画推進課

134
●いのちの相談支援事業（自殺未遂者の相談支援）において、相談者の背景に虐
待やDVの問題がある場合、関係機関との連携を図り、情報交換や連絡調整を行い
ます。

8,255 8,396 精神保健課

135 ●相談機関研修の開催、相談機関一覧（悩み相談）配布等自殺対策を推進するた
めに各種相談機関の連携を図ります。

401 621 精神保健課

136 （再掲）各区精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談を実施します。 13,925 15,616
精神保健課
各区保健センター

137 ●定例精神保健福祉相談を実施し、嘱託の精神科医師と保健センターのスタッフ
で相談に応じます。

7,056 7,560
精神保健課
各区保健センター

138 （再掲）「こころの電話相談」を設置し、こころの悩みに関して心理士や精神保
健福祉士が相談を受けます。

3,252 3,325 こころの健康センター

139 ●精神保健福祉に関する専門相談として、ひきこもり、薬物依存症、自死遺族へ
の相談支援や、性暴力被害者への心理カウンセリングなどを行います。

1,831 2,730 こころの健康センター

140 ●被害者の心のケアのため、相談やカウンセリングを受けられる機関についての
情報提供を行います。 - - 子ども家庭課

各区子育て支援課

141 （再掲）DVにより心理的虐待を受け、被害者とともに避難した子どもの心理ケア
について、具体的に検討します。 - - 子ども家庭課

142 ●性暴力の実態や性暴力が起こる要因・背景等の正しい知識と理解を深め、被害
者に二次被害を与えないよう寄り添う人材を養成する講座を実施します。

115 0 男女共同参画推進課

143
（再掲）民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害者に接する機会の多い福祉関
係者等に対し、DVについての理解を深めるための研修の実施やリーフレットの配
布等情報提供を行います。

23 0 男女共同参画推進課

144 （再掲）DV被害者支援現場からの報告や講演などのDVに関する庁内職員研修を
実施します。

46 46
男女共同参画推進課
子ども家庭課

（４）　被害者の心のサポート

基本方針５　推進体制の充実

（１）　人材育成研修

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

基本方針４　被害者の自立支援と生活再建の支援

（３）　高齢者・障害者・外国人・性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の方などへの支援
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No 概要
R1年度

決算
（千円）

R2年度
予算

（千円）
所管課

145
●DVの特性、被害者の心のケア、相談手法等について女性相談員等の知識と技術
の向上を図る研修を実施します。また、相談員自身が、二次受傷などにより心の
問題を抱えることがないよう、専門家等による研修を実施します。

147 207
子ども家庭課
各区子育て支援課

146 ●各種研修会、全国会議への参加に努めます。 104 284
子ども家庭課
各区子育て支援課

147
（再掲）男女共同参画社会の実現に向け、セクシュアル・ハラスメント防止、い
じめ・暴力防止、デートDV又はDV防止教育等に関する教職員研修を実施しま
す。

660 620
生徒指導課
教育センター

148 ●UN Womenなどと連携し、「国際女性デー」や「堺セーフシティ・プログラ
ム」等の周知・啓発のためのパネル展示等を実施します。

0 901 男女共同参画推進課

149 ●国における加害者更生に係る調査研究を把握するとともに、その動向等を注視
しつつ、情報収集に努めるなど適切に対応していきます。 - - 男女共同参画推進課

150
●｢堺市DV対策連絡会議｣を開催し、警察、大阪府の関係機関、弁護士、医療機
関、民間支援団体などDVに関わる機関、庁内関係課との情報交換・連携を図りま
す。

0 50
子ども家庭課
各区子育て支援課

151 ●大阪府女性相談センターとの連絡会を開催し、情報交換・連携を図ります。 - - 子ども家庭課
各区子育て支援課

152 ●地方裁判所との連絡会の開催や関係機関会議への参加により、情報交換・連携
を図ります。 - - 子ども家庭課

各区子育て支援課

（２）　関係機関、団体等との連携機能の充実

（１）　人材育成研修

　DV防止基本計画　進捗状況調書一覧

基本方針５　推進体制の充実
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

1

・ＤＶについての正しい理解や被害者への迅速な
対応を学ぶ「DV庁内職員研修」を2回実施：参加者
42人
・性暴力の実態やそれらが起こる要因や背景等の
基礎知識と被害者への対応法等を学ぶ「よりそい
サポーター養成講座」を実施：参加者94人（女性43
人、男性39人）
・市内の小・中・高校・支援学校・専門学校等の生
徒を対象に「デートDV等予防出張セミナー」を実
施：参加者2,655人
・DV被害者に接する機会の多い方を対象に「暴力
防止に向けた人材養成講座」を実施：参加者41人
（女性19人、男性22人）
・各学校園のPTAを対象に「デートDV予防啓発講
座」を実施：参加者421人

Ａ

DVやデートDVは、周りにいる家族や友
人、そして自分自身も巻き込まれる可
能性のある身近な問題であるということ
を、庁内外に向けて発信できた。
また、DVや性暴力の実態、それらが起
こる要因、背景等の知識や被害者等へ
の対処法等、被害者と接する可能性の
ある職員に、学ぶ機会を提供すること
ができた。
また、デートDV等予防出張セミナーに
おいては、テーマ「性暴力」の対象者を
中学生に拡充する等、ニーズに応じた
対応ができた。

各講座であらゆる暴力を参加者自身が
身近な問題として認識し、暴力を許さな
い意識の醸成を図ることができるよう、
引続き取り組む。また、より多くの関係
者や市民に参加してもらうために、周知
方法や時期を検討する。

男女共同参画推進課

2

・春秋の地域安全運動啓発キャンペーンの一環と
してパネル展示を実施した。アンケート回答者数：
30人（女性20人、男性10人）
・また、ひったくり及び特殊詐欺をテーマとした出前
講座を実施することで、女性に対する犯罪被害防
止について啓発した。生涯学習まちづくり出前講座
参加者数：599人

Ｂ
前年度実績を上回る629人に対し、犯
罪被害防止に向けた啓発を実施するこ
とができた。

引き続き、取組のPRに努めるとともに、
内容についても、利用者からのアンケー
ト等を参考に市民ニーズに合致するよう
充実させていく。

市民協働課

3

ＤＶに関する知識や理解を深めてもらえるよう、講
演会や教室等へ女性相談員等を講師として派遣し
た。
延べ10人

Ｂ

現場で支援を行う女性相談員等がＤＶ
被害の実態や支援内容を説明すること
で、市民や関係職員等のＤＶに関する
意識が向上したため。

暴力の防止を目的とし、市民や庁内職
員等が、ＤＶに関する知識や理解を深
められるよう周知・啓発を継続する。

子ども家庭課

4
「DV・子ども虐待対策講座連続セミナー」の実施。
全１０回　参加者数1,502人

Ｂ

堺 自由の泉大学受講者をはじめ一般
市民からの参加も多く得ることができ
た。
講師も大学・警察・弁護士・子ども相談
所などの専門分野の視点での講義を展
開できた。

女性や子どもに対する暴力のない安全
安心なまちづくりに向け、より効果的な
事業となるよう、関係団体等と連携し、
常に講義内容を検討しながら講座を実
施する。

男女共同参画センター

5 啓発冊子等での情報提供を実施します。

さかい男女共同参画推進課だより（Windy）を9月に
7,000部発行。本市で開催した第23回さかい男女共
同参画週間の記念講演やワークショップ等の実施
内容、女性活躍の推進に関するデータや法令、平
成31年4月から開始した堺市パートナーシップ宣誓
制度で宣誓書を交付した市民の取材記事を掲載し
た。市政情報センター等施設への配架、ホーム
ページにも掲載し、情報発信を行った。

Ｂ

今年度改正された女性活躍推進法に
関連したデータを掲載し、男女間格差に
注目して分析を行うとともに、性的マイ
ノリティの方に対する本市の取組の紹
介等、男女共同参画社会の実現に向
け、克服すべき課題について情報発信
を行うことができた。

男女共同参画に関するタイムリーな情
報を発信するとともに、読者アンケート
等により市民ニーズを把握し、より効果
的な啓発ができるよう、掲載内容の検
討を行う。またより多くの市民に啓発で
きるよう配布先の検討を行う。

13・22 男女共同参画推進課

暴力の防止の講演会・教室等を実施します。

所管課№
施策の方

向

(

1

)
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（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

6
ＤＶ啓発冊子「脱暴力宣言」や相談窓口カー
ドを様々な場面で配架・配布し、相談先の周
知を図ります。

DV啓発冊子「脱暴力宣言」は、PTA向けのデート
DV研修や庁内の窓口職員向けの研修、暴力防止
の人材養成講座等で配付。
相談窓口カードは、「さかい男女共同参画週間」事
業をはじめ、各イベントや講演会、また各区民まつ
り等で・配架・配付し、相談窓口の周知を図った。

Ｂ
あらゆる場面で、冊子やカードの配架・
配布を行い、相談窓口の周知ができ
た。

引き続き、真に必要な方に相談窓口を
知っていただくことができるよう、様々な
媒体や機会を利用し、広く相談窓口の
周知を図る。

男女共同参画推進課

7

11月が「児童虐待防止推進月間」、11月12日～25
日が「女性に対する暴力をなくす運動」期間である
こと、児童虐待とDVは密接な関係にあることから、
共同で11月に堺東駅頭啓発、市役所本庁舎での
パネル展示、各区役所での懸垂幕掲揚、公用車へ
のリボンマグネット貼付、職員名札へのリボンバッ
ジ着用などの啓発活動を行った。また、その他の
時期には、各区民まつりでの啓発物の配布を行っ
た。

Ｂ
様々な機会を通し、広く啓発活動を行う
ことができた。

引続き11月における集中的な啓発と、
より効果的な啓発の方法を検討してい
く。

男女共同参画推進課

8

11月の児童虐待防止推進月間を中心に、大阪府・
大阪市と連携し、「児童虐待防止・オレンジリボン
キャンペーン」を実施するとともに、近畿2府4県4政
令指定都市の共同で厚労省ポスターの掲示等に
よる広報・啓発を行った。また、堺市独自の取組と
して、「子どもへの虐待・女性に対する暴力を許さ
ない社会」をめざして、それぞれの活動のシンボル
マークである『オレンジリボン』と『パープルリボン』
を一体的にデザインし、共同して広報・啓発活動を
行った。

Ｂ

オレンジリボンとパープルリボンのキャ
ンペーンを男女共同参画の視点で一体
的に啓発しており、関心を示す市民が
増えているため。

市民一人ひとりが子ども虐待に対する
認識を深め、虐待の予防及び早期発見
につながるような啓発事業及び対応を
行っていく。

子ども家庭課

9
相談案内カード等の配布により配偶者暴力
相談支援センターの電話相談や各区女性相
談窓口など、ＤＶ相談先の周知を図ります。

相談先を広報紙や市ホームページに掲載するとと
もに、相談案内カードやリーフレットを関係機関等
に配布し、相談窓口の周知を図った。
カード約49,600枚配布
リーフレット約100枚配布

Ｂ
ホームページを見た、関係機関から紹
介されたなどの契機により、DV被害者
が相談につながっているため。

ＤＶ被害者等が必要な時に必要な相談
先を知ることができるよう引き続き関係
機関等に相談案内カードやリーフレット
を配布する。

30 子ども家庭課

10
母子健康手帳に、ＤＶ相談を含めた各種相談
窓口を掲載し、相談先の周知を図ります。

母子健康手帳に相談窓口を掲載し、保健師等が母
子健康手帳交付時の面接を行う中で必要な者に
は相談窓口の紹介や相談を行った。
（R元年度：妊娠届出数6,202名）

Ｂ

母子健康手帳発行時に全数面接を行
い妊婦の生活背景を聞き取る中で、DV
の可能性を早期に発見し、必要な支援
につなげているため。また、妊娠中の健
康状態などを聞き取り、相談しやすい雰
囲気づくりに努め、心配なことを安心し
て相談できるよう配慮しているため。

DVの可能性を早期に発見し、必要な支
援ができるよう、相談窓口の周知、全数
面接での支援を継続していく。

子ども育成課

オレンジ＆パープルリボンキャンペーンを実
施します。
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

11
ＤＶや子ども虐待を中心に女性への暴力に関
する図書の充実と啓発展示を男女共同参画
センターで実施します。

・「男女共同参画週間」「コクリコさかいのつどい」に
おいてパネル展示を実施。
・図書の貸出冊数815冊

Ｂ

パネル展示において、来館者に分かり
やすく、興味を引く展示を行うことができ
た。図書の貸出について、新しい図書を
購入するなど、貸し出し図書の更新を
図っている。

引き続き、効率的、効果的な啓発方法、
魅力ある図書の充実を図るなど、意識
改革に取り組む。

男女共同参画センター

12

ＰＴＡ等の保護者を対象に、子どもをＤＶの被
害者にも加害者にもさせないよう、デートＤＶ
についての知識と理解を深めるための講座
を開催します。また面前ＤＶが子どもに与える
深刻な影響についての周知を図ります。

「デートDVの理解とサポート～被害の実際と、わた
したちおとなの役割～」をテーマとし、堺市立の幼
稚園、小学校、中学校、高等学校、支援学校のＰＴ
Ａを対象に研修会を開催。
（参加者421人）

Ｂ

デートDVの基礎知識をはじめ、子ども
たちが巻き込まれやすいSNS被害の事
例等もまじえ、大変分かりやすい内容で
あった。子どもにもこの話を伝えたいと
いう意見が多く、デートDV等の理解を深
めるとともに、保護者にとって子どもと
の接し方に気づきを与えることができ
た。

保護者やデートDVや面前DVについて
正しく理解し、自分事として捉え、今後
の子育てにいかしていける内容となるよ
う、参加者アンケートを検証し、講師と連
携しながら、より効果的な啓発を行う。

21
男女共同参画推進課

人権教育課

13
【再掲】
啓発冊子等での情報提供を実施します。

さかい男女共同参画推進課だより（Windy）を9月に
7,000部発行。本市で開催した第23回さかい男女共
同参画週間の記念講演やワークショップ等の実施
内容、女性活躍の推進に関するデータや法令、平
成31年4月から開始した堺市パートナーシップ宣誓
制度で宣誓書を交付した市民の取材記事を掲載し
た。市政情報センター等施設への配架、ホーム
ページにも掲載し、情報発信を行った。

Ｂ

今年度改正された女性活躍推進法に
関連したデータを掲載し、男女間格差に
注目して分析を行うとともに、性的マイ
ノリティの方に対する本市の取組の紹
介等、男女共同参画社会の実現に向
け、克服すべき課題について情報発信
を行うことができた。

男女共同参画に関するタイムリーな情
報を発信するとともに、読者アンケート
等により市民ニーズを把握し、より効果
的な啓発ができるよう、掲載内容の検
討を行う。またより多くの市民に啓発で
きるよう配布先の検討を行う。

5・22 男女共同参画推進課

14

当事者である若者に適切な情報が届くよう、
若年層が集まる機会・場所等での周知やアク
セスしやすいツール等の活用によるデートＤ
Ｖ等予防啓発を実施します。

・デートDV予防啓発チラシや性暴力相談カードを
各区成人式で配付・配架した。
・デートDV等予防出張セミナーを受講した大学生
にデートDV等予防啓発チラシを配布した。

Ｂ
多くの新成人が集う場で配付すること
で、ターゲットとする若者に効果的に訴
えることができた。

若年層に対する、デートDV等の予防啓
発は非常に重要であるため、一人でも
多くの若者に情報提供できるよう、あら
ゆる機会を捉えて周知・啓発に努める。

男女共同参画推進課

15

学校教育活動全体を通じて、性や健康課題
について、教科学習を中心に発達段階に応じ
た性に関する指導を行い、保健センター等関
係機関と連携を図り推進します。

性や健康に関する課題についての指導は、保健セ
ンターの助産師等と連携し、発達段階に応じた指
導を実施した。

Ｂ

文部科学省「学校保健総合支援事
業」、堺市学校保健会「学校・地域保健
連携事業」等を活用し、学校園へ性や
健康に関する専門家（医師や助産師
等）を派遣し、より専門性の高い指導を
実施した。

文部科学省「学校保健総合支援事業」、
堺市学校保健会「学校・地域保健連携
事業」等を活用しながら、性や健康に関
する課題についての指導を継続してい
く。

109
生徒指導課
保健給食課

16

保育従事者へのＤＶ及び子ども虐待を含む
人権研修の実施を通じ、ＤＶについての知識
と理解を深めるとともに、子ども一人ひとりの
人権と個性を尊重した保育を実施します。

保育従事者を対象として、乳幼児期の発達段階に
応じて、園児に互いの人権を大切にする意識を育
てるため、教育・保育実践で役立つ人権保育研修
を実施した。
【対象者/回数】
全職員、17園にて年2回（計34回）
全短期臨時保育職員・朝夕保育職員/1回実施

Ｂ

自分を大切にし、互いの人権を大切に
する意識の醸成に向け、教育・保育実
践に活かせる、具体的な内容を保育従
事者に提供することができた。

引き続きDV及び子ども虐待を含む人権
をテーマにした効果的な研修を実施し、
人権を大切にする心を育むことができる
教育・保育が行われるように努める。

幼保運営課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

17

市立幼稚園では、幼児期から男女平等の意
識が形成されていくことを認識し、ジェンダー
にとらわれることなく、子ども一人ひとりの人
権と個性を尊重した教育を実施します。

・市立幼稚園全園で、男女平等教育の観点に基づ
いた人権研修を年間計画に位置付け実施。
・幼児期においてもジェンダーにとらわれることな
く、好きな色やマーク、ごっこ遊びでの衣装等、個
人で自由に選ばせるなど人権と個性を尊重した教
育・保育を実施。

Ｂ

各園に研修を牽引する人権教育推進
担当を園務分掌として位置づけるととも
に、ハラスメント担当窓口を保護者にも
周知しているため。

今後も引き続き、保護者を含めた啓発
に努めていく。

学校指導課

18
自尊感情の向上、自ら危機的状況を切り抜
けるための知識や方法の習得を目的とした
学習プログラムを実施します。

・いじめ・暴力防止（CAP）プログラムを全小学校で
実施
・学級ごとにCAPスタッフが指導にあたり、子どもに
対する虐待、暴力行為、いじめ・セクハラへの対処
方法についてワークショップ形式でCAPプログラム
を実施
・低学年（1・2年）担任を対象に、SAFEプログラム
の研修を実施し、子ども自身が潜在的な危険を察
知し、その状況下で「何ができるか」を考える力を
伸ばした。（参加者89人）

Ｂ

CAPプログラムを全小学校で実施した。
また中学校24学級でも実施を行い、児
童生徒自身がいじめや、虐待、誘拐に
対しどのよう対応するかを考えることが
できた。また、SAFEプログラムでは,
ベープサイトの利用法の研修を行うこと
により、児童に対して、いじめ、虐待、体
罰等に対して、どのように児童に指導を
行っていくかを考えるきっかけとなった。

全小学校CAPプログラム継続実施、中
学校25学級実施する。

113 生徒指導課

19

若年世代がデートＤＶの認識を高められるよ
う、デートＤＶ防止啓発冊子「デートＤＶってな
に？」等を活用し、男女平等教育を進めま
す。また、各学校園が作成する「人権教育年
間計画」の進捗を管理し、人権尊重の意識を
育む人権教育・男女平等教育の充実を図り
ます。

・人権教育を計画的かつ系統的に推進するため、
各教科等における人権教育の目標及び教材例を
示した「人権教育の年間計画ならびに実施報告
書」の作成に係る資料を活用
・各学校園にて、固定的な性別役割分担意識にと
らわれない生き方について考えたり、セクシュアル・
ハラスメントやデートDVなどの具体的な人権侵害
事象について正しい認識を身に付けたりする男女
平等教育を実施

Ｂ

教職員を対象としたデートDV防止につ
いての研修等を実施することで、事案
発生時に適切に対応できる体制を整え
る等、人権教育の充実に寄与できた。

今後も啓発冊子配付に伴い、配付対象
学年の教員を中心とした研修を実施し
ていく。

生徒指導課
人権教育課

20

男女共同参画社会の実現に向け、セクシュア
ル・ハラスメント防止、いじめ・暴力防止、デー
トＤＶ又はＤＶ防止教育等に関する教職員研
修を実施します。

男女共同参画社会の実現に向けてセクシャル・ハ
ラスメント防止6回（1,268人）、いじめ・暴力防止6回
（575人）、デートDV又はDV防止教育2回（91人）に
関する様々な教職員研修を実施した。

Ｂ
各研修の参加者アンケートにおいて、
一定の評価があったため。

啓発冊子の配付対象学年の教員を中
心とし、今日的課題を取り上げた内容で
研修を実施していく。

112・147
生徒指導課
教育センター

21

【再掲】
ＰＴＡ等の保護者を対象に、子どもをＤＶの被
害者にも加害者にもさせないよう、デートＤＶ
についての知識と理解を深めるための講座
を開催します。また面前ＤＶが子どもに与える
深刻な影響についての周知を図ります。

「デートDVの理解とサポート～被害の実際と、わた
したちおとなの役割～」をテーマとし、堺市立の幼
稚園、小学校、中学校、高等学校、支援学校のＰＴ
Ａを対象に研修会を開催。
（参加者421人）

Ｂ

デートDVの基礎知識をはじめ、子ども
たちが巻き込まれやすいSNS被害の事
例等もまじえ、大変分かりやすい内容で
あった。子どもにもこの話を伝えたいと
いう意見が多く、デートDV等の理解を深
めるとともに、保護者にとって子どもと
の接し方に気づきを与えることができ
た。

保護者やデートDVや面前DVについて
正しく理解し、自分事として捉え、今後
の子育てにいかしていける内容となるよ
う、参加者アンケートを検証し、講師と連
携しながら、より効果的な啓発を行う。

12
男女共同参画推進課

人権教育課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

22
【再掲】
啓発冊子等での情報提供を実施します。

さかい男女共同参画推進課だより（Windy）を9月に
7,000部発行。本市で開催した第23回さかい男女共
同参画週間の記念講演やワークショップ等の実施
内容、女性活躍の推進に関するデータや法令、平
成31年4月から開始した堺市パートナーシップ宣誓
制度で宣誓書を交付した市民の取材記事を掲載し
た。市政情報センター等施設への配架、ホーム
ページにも掲載し、情報発信を行った。

Ｂ

今年度改正された女性活躍推進法に
関連したデータを掲載し、男女間格差に
注目して分析を行うとともに、性的マイ
ノリティの方に対する本市の取組の紹
介等、男女共同参画社会の実現に向
け、克服すべき課題について情報発信
を行うことができた。

男女共同参画に関するタイムリーな情
報を発信するとともに、読者アンケート
等により市民ニーズを把握し、より効果
的な啓発ができるよう、掲載内容の検
討を行う。またより多くの市民に啓発で
きるよう配布先の検討を行う。

5・13 男女共同参画推進課

23

被害者の早期発見のため、医療機関等に啓
発チラシやリーフレット、ポスター等を配布・
配架し、相談窓口の情報提供などを行いま
す。

市内の医療機関650か所、歯科医院450か所にDV
専用ダイヤル案内カードを配付し、医院内に置い
ていただいた。

Ｂ

カードを医療機関等に配付することで、
通院患者への相談窓口周知を図るとと
もに、医院スタッフへの情報提供及び
DVの早期発見の意識付けを行うことが
できた。

毎年医療機関等へ配付することで、継
続的に広く相談窓口周知を行う。

男女共同参画推進課

24

民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害
者に接する機会の多い福祉関係者等に対
し、ＤＶについての理解を深めるための研修
の実施やリーフレットの配布等情報提供を行
います。

民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害者に
接する機会の多い福祉関係者等を対象としたDV
の実態やDVが起こる要因、背景等の知識や被害
者への適切な対応の方法を学ぶ機会を提供する
ための研修を実施した。
（参加者41人　女性19人、男性22人）

Ｂ

DVに関する基本的な知識の習得だけ
でなく、実際に相談を受けた際に適切な
対応方法を学ぶとともに、相談窓口の
情報を記載したカードを配布すること
で、被害者と接する可能性のある各相
談委員に対して情報の周知を図ること
ができたため。

あらゆる暴力を身近な問題として認識
し、参加者自身が暴力を許さない意識
の醸成を図るとともに、実際相談を受け
た際に適切に対応できるよう、引き続き
隔年で講座実施を行っていく。また、よ
り多くの関係者や市民に参加いただけ
るよう、研修周知方法、開催方法の検
討を行うとともに相談窓口カードや啓発
冊子の配布先も検討し、広く情報発信を
行う。

143 男女共同参画推進課

25
ＤＶ被害者支援現場からの報告や講演など
のＤＶに関する庁内職員研修を実施します。

「DVの基本的な知識のために」をテーマに外部講
師による講義を実施することでDVについて誤った
認識がないか気づきを与え、DVに関する知識や理
解を深めるとともに、DV案件にかかる庁内各課の
連携について、子ども家庭課職員による講義の2部
構成の研修会を実施した（2日間実施）
（参加者42人　女性25人、男性17人）

Ｂ

DVに関する基礎的な知識の習得だけ
でなく、DV案件が発生した場合に、庁
内各課との連携について講演していた
だくことで、実務的な対応を習得しても
らえる機会となり、DV被害者と接する際
に非常に役立つ効果的な研修を行うこ
とができた。

より多くの職員が参加し、より効果的な
研修となるよう、開催時期や研修内容
の検討を行う。

144
男女共同参画推進課

子ども家庭課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

26 女性の悩みの相談を実施します。

女性が抱える不安や悩みの相談に、フェミニストカ
ウンセラーが女性の視点に立ったカウンセリングを
行うことにより、相談者による問題の解決と回復を
支援することを目的に実施した。
令和元年度相談件数：313件（相談内容別延べ件
数：暴力186件、性・性的被害11件、仕事24件、生
き方・暮らし147件、心と体194件、夫婦と家族268
件、人間関係39件）

Ｂ

女性の悩みの相談事業は、82%と高い
利用率となっている。悩みを抱える相談
者へのカウンセリングにとどまらず、相
談件数の多いDV等の暴力に関する相
談者を対象とした講座を開催し、被害
からの回復に寄与している。

市関連施設での広場の施設案内リーフ
レットや相談窓口カードの配架、男女共
同参画週間での相談事業実施等によ
り、悩みを抱えカウンセリングを必要とし
ている市民に、本事業を周知できるよう
情報発信を行う。

131 男女共同参画推進課

27 男性の悩みの相談を実施します。

仕事、家庭、夫婦、生き方、人間関係、心と体のこ
となど、悩みをひとりで抱え込みがちな男性を対象
に、男性カウンセラーがカウンセリングを行うことに
より、相談者自身による問題解決と回復を支援す
ることを目的に実施した。また、電話相談も行って
いる。
令和元年度相談件数 62件（相談内容延べ件数：
暴力13件、性・性的被害4件、仕事12件、生き方・
暮らし22件、心と体18件、夫婦・家庭27件、人間関
係3件）

Ｂ

男性にとって面接相談はハードルが高
いと考えられることから、電話相談にも
対応しており、令和元年度は24件の実
績がある。男性相談の約4割が電話相
談であり、ニーズに合った対応ができて
いる。

市関連施設での広場の施設案内リーフ
レットや相談窓口カードの配架、男女共
同参画週間での相談事業実施等によ
り、悩みを抱えカウンセリングを必要とし
ている市民に、本事業を周知できるよう
情報発信を行う。

43・132 男女共同参画推進課

28
配偶者暴力相談支援センターと各区女性相
談窓口が連携して被害者支援の充実に努め
ます。

配偶者暴力相談支援センターと各区女性相談窓口
でＤＶ相談を実施して、必要に応じて連携する等、
相談者に支援を行った。
対象者人数1,240人
女性1.216人　男性24人

Ｂ

相談者の同意のもと情報共有し、連携
して適切な支援を行った。また、毎月の
業務会議において、全員に周知が必要
な事項は、適宜情報共有を行い、適切
な支援につなげているため。

今後も配偶者暴力相談支援センターと
各区女性相談窓口の連携を密にして相
談者に適切な支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課

29
スーパーバイザー等による女性相談員への
ケース検討など、女性相談員のサポート体制
を充実します。

ＤＶ相談の支援を充実させるため、困難ケースの
スーパーバイズや事例検討会を開催した。
個別事例検討会4回開催

Ｂ

支援に関するアドバイスをもらうととも
に、女性相談員の精神的負担を軽減さ
せることで、DV被害者支援の充実につ
ながっているため。

DV被害者支援を充実するためには、相
談支援を担う女性相談員のサポートは
不可欠であるため、今後も継続して実
施する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

30

【再掲】
相談案内カード等の配布等により配偶者暴
力相談支援センターの電話相談や女性相談
窓口など、ＤＶ相談先の周知を図ります。

相談先を広報紙や市ホームページに掲載するとと
もに、相談案内カードやリーフレットを関係機関等
に配布し、相談窓口の周知を図った。
カード約49,600枚配布
リーフレット約100枚配布

Ｂ
ホームページを見た、関係機関から紹
介されたなどの契機により、DV被害者
が相談につながっているため。

ＤＶ被害者等が必要な時に必要な相談
先を知ることができるよう引き続き関係
機関等に相談案内カードやリーフレット
を配布する。

9
子ども家庭課

各区子育て支援課

31

マニュアルを活用し、女性相談員等が必要に
応じて被害者に同行し、各制度の利用にか
かる手続きを円滑に行えるよう被害者の負担
軽減を図ります。

女性相談員等が必要に応じて被害者に同行し、各
制度の利用にかかる手続きを円滑に行えるよう被
害者の負担軽減を図った。
同行件数　861件

Ｂ
女性相談員が同行し、手続き等の利用
にかかる支援を行ったことで、被害者負
担軽減を図ることができたため。

今後も被害者の負担軽減の観点から、
継続して同行支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課
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※対象者の性別はアンケート等により把握した数字。性別が把握できない場合は総数にのみ記入。 27



第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）
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32

対応が困難なケースでは、配偶者暴力相談
支援センターや各区女性相談窓口等と関係
機関が連携し、ケースカンファレンスを行うな
ど協力して対応します。

困難なケース等については、ケースカンファレンス
等を行った。
47回実施

Ｂ
ケースカンファレンス等により各機関が
各々の役割を確認するとともに、連携し
て支援を行うことができたため。

今後もＤＶ被害者の人権に配慮しながら
関係機関が情報共有し連携を強化す
る。

子ども家庭課
各区子育て支援課

33
法的な問題の解決を図るため、堺市ＤＶ専門
法律相談の実施や日本司法支援センター
（法テラス）等と連携します。

堺市ＤＶ専門法律相談を実施して、相談者の法的
課題の解決を図った。
相談件数　58件

Ｂ
法的課題の解決により自立が促進され
る等の効果を上げているため。

法的課題を抱えるＤＶ被害者が自立で
きるよう、今後も取組を推進する。

88
子ども家庭課

各区子育て支援課

34
夜間・休日ＤＶ電話相談を実施し、24時間相
談できる体制を確保します。

夜間・休日ＤＶ電話相談を実施し、２４時間体制を
確保するとともに、必要に応じて関係機関との連携
を行った。
ＤＶ相談件数：167件

Ｂ

夜間や休日においても、ＤＶ被害者の
相談先を確保し、状況に応じて翌日以
降に各区女性相談や配偶者暴力相談
支援センターにつながっているため。

DV被害者の不安や負担を軽減するた
め、夜間や休日の相談窓口の体制確保
を継続する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

35

「『学校園における危機管理』－具体的な事
例に学ぶ－　ＤＶその１ 相談窓口の充実編」
を活用し、学校も相談窓口であるとの認識を
持ち、相談体制の充実に努めます。

・「『学校園における危機管理』－具体的な事例に
学ぶ－具体的事例１相談窓口の充実について」を
作成し、学校が相談窓口であることを全教職員に
周知。
・教職員が日頃から早期発見に努め、具体的な相
談対応例を例示し、適切に対応できるよう指示。

Ｂ
資料配付し、早期発見、早期対応の重
要性について説明、相談体制の充実に
ついて周知を図ることができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課

36
各学校園での相談の中で、ＤＶが疑われる場
合には、関係機関に確実につなげます。

「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学
ぶ－具体的事例2「被害者の安全確保の徹底につ
いて」で、DVが疑われる具体的事例、関係機関へ
の連絡・連携方法について示し、適切な対応を指
示。

Ｂ
資料配付し、早期発見、早期対応の重
要性について説明、相談体制の充実に
ついて周知を図ることができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課

37

ＤＶ、子ども虐待、離婚問題など様々な課題
に関する相談(男女共同参画センター相談)を
実施し、ＤＶが疑われる場合には、関係機関
と連携し解決に努めます。

男女共同参画センター相談（女性差別問題、生活
問題、健康医療等）を実施。
（相談件数2,811件中、DV子ども虐待に関する相談
559件）

Ｂ
内容によっては、弁護士等専門家が担
当するなどの丁寧な相談業務を実施す
ることができた。

引き続き、幅広い分野において、専門家
等を活用し丁寧な相談業務を実施す
る。

41・44 男女共同参画センター

38

地域包括支援センター等と連携し、老人福祉
法による制度などの活用を含めて被害者に
対する適切な相談や支援に努めるとともに、
関係機関に対し研修等を通じてＤＶについて
周知を図ります。

高齢者虐待に関する通報件数は448件であり、
虐待認定件数は243件であった。
虐待者256人のうち、夫が81人、妻が21人であっ
た。

Ｂ

令和元年度の新規高齢者虐待は女性
が約８割を占めており、女性が虐待を
受けることが圧倒的に多い。この背景
の一つには、ジェンダーに基づく性別役
割分担意識が影響していると考えられ
る。高齢者虐待に関する相談件数が増
加している中で、分離等の対応を行っ
ており、被虐待者の安全確保に寄与し
ていると考えている。

今後もDVを含めた高齢者虐待への支
援における専門職・関係機関の対応力
の向上に努める。高齢者虐待の背景に
は、家庭内のパワーバランスやジェン
ダーに基づく性別役割分担意識の影響
があるという認識を持ち、早期に発見で
きるよう地域の見守り活動支援、啓発を
行う。

55・124
地域包括ケア推進課

各区地域福祉課

①高齢者、障害者、外国人、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）への対応
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

39

障害者基幹相談支援センター等と連携し、障
害者総合支援法などの活用を含めて被害者
に対する適切な相談や支援に努めるととも
に、関係機関に対し研修等を通じてＤＶにつ
いて周知を図ります。

区役所、障害者基幹相談支援センター、障害福祉
サービス事業者等に対してDVを含めた権利擁護
の研修を実施し、適切な相談支援が実施できるよ
うに人材の育成に取り組んだ。
令和元年度における虐待対応職員研修および障
害福祉サービス事業者向け虐待防止研修には計
191名(女性90名、男性101名)の参加があった。ま
た、個別に求めのあった障害福祉サービス事業者
に対しての研修も実施した。

Ｂ

令和元年度はおおむね想定していたと
おりに区役所、障害者基幹相談支援セ
ンター、障害福祉サービス事業者等に
対して研修を実施でき、DVを含めた権
利擁護の認識を深めることに寄与した。

今後もDVを含めた障害者虐待の支援
にあたる支援者の対応力の向上に資す
ることができるよう、令和元年度同様に
研修等に取り組んでいく予定である。

57・126
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

40
大阪府女性相談センターや民間支援団体と
協力し、通訳支援の充実に努めます。

通訳謝礼金の予算確保の他、関係機関と連携して
外国人ＤＶ被害者の支援を行った。（日本語を話せ
る外国人を含む）
延べ支援人数　85人（女性85人）

Ｂ
外国人支援は制度利用の制約もあり、
困難を伴うが、関係機関とも連携して適
切な支援を実施したため。

大阪府女性相談センター等と連携し、外
国人ＤＶ被害者の支援のため取組を推
進する。

128
子ども家庭課

各区子育て支援課

41

【再掲】
性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）の方
など様々な状況に対応できる相談（男女共同
参画センター相談）を実施し、ＤＶが疑われる
場合には、関係機関と連携し解決に努めま
す。

男女共同参画センター相談（女性差別問題、生活
問題、健康医療等）を実施。
（相談件数2,811件中、DV子ども虐待に関する相談
559件）

Ｂ
内容によっては、弁護士等専門家が担
当するなどの丁寧な相談業務を実施す
ることができた。

引き続き、幅広い分野において、専門家
等を活用し丁寧な相談業務を実施す
る。

37・44 男女共同参画センター

42
性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）を含
めた人権相談を実施します。

・人権相談ダイヤル（開設Ｈ29.12月）による、多様
な性に関する相談も実施（11件）。
・Ｈ30.5月から毎月第4水曜日に弁護士によるＬＧＢ
Ｔ相談開始。
・市民等対象に啓発及びＬＧＢＴ相談の周知を図る
ため啓発カード配布、広報紙等の掲載
・市民・事業者等への研修、啓発等を実施。

Ｂ

性的少数者（セクシャル・マイノリティ）
の方々へ人権相談等や市民・事業者等
への研修、啓発等を実施することがで
きた。

引き続き、相談窓口を設け市民等に周
知するとともに、相談員への研修等を通
じて支援力の向上を図る。

130 人権推進課
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43
【再掲】
男性の悩みの相談を実施します。

仕事、家庭、夫婦、生き方、人間関係、心と体のこ
となど、悩みをひとりで抱え込みがちな男性を対象
に、男性カウンセラーがカウンセリングを行うことに
より、相談者自身による問題解決と回復を支援す
ることを目的に実施した。また、電話相談も行って
いる。
令和元年度相談件数 62件（相談内容延べ件数：
暴力13件、性・性的被害4件、仕事12件、生き方・
暮らし22件、心と体18件、夫婦・家庭27件、人間関
係3件）

Ｂ

男性にとって面接相談はハードルが高
いと考えられることから、電話相談にも
対応しており、令和元年度は24件の実
績がある。男性相談の約4割が電話相
談であり、ニーズに合った対応ができて
いる。

市関連施設での広場の施設案内リーフ
レットや相談窓口カードの配架、男女共
同参画週間での相談事業実施等によ
り、悩みを抱えカウンセリングを必要とし
ている市民に、本事業を周知できるよう
情報発信を行う。

27・132 男女共同参画推進課

44

【再掲】
ＤＶ、子ども虐待、離婚問題など様々な課題
に関する相談(男女共同参画センター相談)を
実施し、ＤＶが疑われる場合には、関係機関
と連携し解決に努めます。

男女共同参画センター相談（女性差別問題、生活
問題、健康医療等）を実施。
（相談件数2,811件中、DV子ども虐待に関する相談
559件）

Ｂ
内容によっては、弁護士等専門家が担
当するなどの丁寧な相談業務を実施す
ることができた。

引き続き、幅広い分野において、専門家
等を活用し丁寧な相談業務を実施す
る。

37・41 男女共同参画センター

45
配偶者暴力相談支援センターで男性のＤＶ被
害者の相談を実施します。

配偶者暴力相談支援センターで男性のＤＶ被害者
等の相談を実施した。
延べ相談人数58人

Ｂ
男性被害者の状況に応じて、適切な支
援を行うことができたため。

今後も男性被害者に対し、適切な支援
を行う。

子ども家庭課

46
ＤＶは子ども虐待と密接に関係しているため、
子ども相談所及び各区の家庭児童相談室と
相互に連携して支援します。

DVと子どもへの虐待が密接に関わっているという
意識を常にもち、支援が必要な場合は、子ども相
談所及び各区家庭相談員と連携して支援した。（連
携した件数：延べ335件）

Ｂ
状況に応じ、家庭相談員や子ども相談
所と連携し、DV被害者及びその子ども
への支援を適切に行ったため。

ＤＶ被害者やその子どもの人権に配慮
しながら、子ども相談所及び各区家庭
児童相談員と連携して取組を推進す
る。

105
子ども家庭課

各区子育て支援課
子ども相談所

47
子ども電話教育相談「こころホーン」（24時間）
や面接相談の周知を図り、子どもや保護者
が相談しやすい環境づくりを進めます。

・子ども電話教育相談 相談件数  1,700件
・面接相談延べ人数　10,340人
（内訳）ソフィア教育相談6,342人
　　　　 ふれあい教育相談3,998人

Ｂ

子ども電話教育相談「こころホーン」の
相談件数は例年より増加している。ま
た、面接相談延べ人数については大幅
に増加している。相談の解決件数や良
好な形で継続している件数の割合につ
いては９０％強を維持している。

継続的な取組を実施する。 教育センター

②男性への対応

③子どもへの対応
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

48

教育相談において子ども虐待やＤＶが背景に
ある場合、相談者に対する専門機関の情報
提供に努めるとともに、被害者の安全確保と
個人情報の管理を徹底し、関係機関と情報
交換や連絡調整を行います。

教育相談において、虐待やDVが疑われる場合に、
被害者の安全確保を最優先するとともに、情報管
理を徹底し学校や子ども家庭課、子ども相談所、
子ども育成課などの関係機関との連携を実施し
た。

Ｂ
学校や関係課、諸機関との情報交換や
連携調整を行うことにより、子どもの支
援体制づくりを推進できた。

継続的な取組を実施する。 教育センター

49

すべての教職員が相談の対応者であるとの
認識をもち、子ども虐待やＤＶについての正し
い知識や対応方法を身につけ、専門機関等
の情報提供などができるよう、意識啓発や研
修に取り組みます。

・教育相談事例研修①　110人
・教育相談事例研修②　  77人
・学校教育相談研修　　 　89人
・関係機関連携研修　　 　93人

Ｂ

左記の4つの研修に加え、教育相談グ
ループが教職員対象研修として行って
いる研修参加総数は1,285人になり、教
職員の教育相談の力量形成に努めた。

継続的な取組を実施しながら、研修内
容を改善していく。

教育センター

50
犯罪被害者等支援総合相談窓口にて、各種
制度の案内や関係機関に関する情報提供を
実施します。

犯罪被害者等支援総合相談窓口において、相談
内容に応じた支援施策の情報提供、関係機関へ
の引継ぎ等を実施するとともに、精神的被害の大
きい犯罪被害者・遺族等に対しては、犯罪被害者
等支援に精通したカウンセラーによるカウンセリン
グを実施し、被害後の生活回復に向けた手助けを
行った。（総合相談窓口相談件数71件　内訳：男性
37人、女性34人）（カウンセリング件数5件）

Ｂ

総合相談窓口の対応件数は71件と過
去最高の相談件数となった。（H30：電
話相談28件、面接相談42件　R1：電話
相談31件、面接相談40件）
カウンセリングについては5件と、H30を
上回る結果となった。（H30：1件）

一層の利用促進を図るため、広報誌や
市HPなどで制度の周知に努める。

市民協働課

51
各区精神保健福祉相談員による精神保健福
祉相談を実施します。

各保健センターにおいて、精神保健福祉相談員等
による精神保健福祉に関する相談・訪問指導を実
施。医療調整や受診勧奨、社会復帰支援など、個
別相談にて、その方の状況に応じた支援を実施し
た。
相談件数：29,519件（女性15,005件、男性14,457
件、不明57件）

Ｂ
男性もしくは女性特有の相談について
は同性の相談員が対応するように努め
ている。

現事業を継続実施 136
精神保健課

各区保健センター

52
「こころの電話相談」を設置し、こころの悩み
に関して心理士や精神保健福祉士が相談を
受けます。

電話の利便性の高さと匿名性を活かし、こころの健
康について不安や悩みの相談を受けるとともに、
医療機関や相談機関、福祉サービス等の情報提
供を行った。
相談件数2,835件（女性1,459件、男性1,107件、不
明269件）

Ｂ

電話相談員に対して、ＤＶ被害者への
対応も含め定期的な研修や助言を行
い、相談の質を確保し、安定した相談事
業を実施できているため。

引き続き継続的に実施する。 138 こころの健康センター

④その他
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）
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53

性暴力救援センター・大阪（ＳＡＣＨＩＣＯ）の協
力医療機関である堺市立総合医療センター
において、性暴力被害者受診専用ホットライ
ンを開設し、女性職員が性暴力被害者の診
療受付に24時間365日対応します。

・入電数：令和元年度（H31年4月～R2年3月）9件。
うち性暴力被害者からの架電又はSACHICO制度
に関する問い合わせが5件、性暴力被害以外の相
談が2件、いたずら目的（無言電話、性的表現等）
が2件であった。
・性暴力救援センター・大阪（SACHICO）への誘導
や専門相談窓口の紹介等、問い合わせ内容に応
じた適切な対応を行った。
・当該ホットラインについて、堺シティレポによる告
知や啓発カードの配架等、広く周知を図った。

Ｂ

前年度に比べ入電件数は減少したもの
の、性暴力被害者からの架電に対し、
性暴力救援センター・大阪（SACHICO）
への誘導や専門相談窓口の紹介等、
問い合わせ内容に応じた適切な対応を
行ったことから、予定通り取組を実施し
た評価Bとする。

・引き続き地方独立行政法人堺市立病
院機構と連携し、当該ホットラインを継
続していく。
・昨年度の入電総数26件（うちいたずら
目的9件）に対し、今年度の入電総数9
件（うちいたずら目的2件）と、入電件数
自体が減少しており、周知方法の検討
が必要であると考えられるため、当該
ホットラインが本当に必要な方が必要な
時にきちんと繋がることができるよう関
係課とともに適正な周知方法を検討し
ていく。

健康医療推進課

54
性暴力被害者支援看護職（ＳＡＮＥ）を養成
し、相談体制の充実を図ります。

性暴力被害者支援看護職（SANE）養成講座を看
護師職または保健師職2名履修。

Ｂ 当初の方針どおり実施。
複数人の履修者で対応できる体制をつ
くります。

健康医療推進課

55

【再掲】
地域包括支援センター等と連携し、老人福祉
法による制度などの活用を含めて被害者に
対する適切な相談や支援に努めるとともに、
関係機関に対し研修等を通じてＤＶについて
周知を図ります。

高齢者虐待に関する通報件数は448件であり、
虐待認定件数は243件であった。
虐待者256人のうち、夫が81人、妻が21人であっ
た。

Ｂ

令和元年度の新規高齢者虐待は女性
が約８割を占めており、女性が虐待を
受けることが圧倒的に多い。この背景
の一つには、ジェンダーに基づく性別役
割分担意識が影響していると考えられ
る。高齢者虐待に関する相談件数が増
加している中で、分離等の対応を行っ
ており、被虐待者の安全確保に寄与し
ていると考えている。

今後もDVを含めた高齢者虐待への支
援における専門職・関係機関の対応力
の向上に努める。高齢者虐待の背景に
は、家庭内のパワーバランスやジェン
ダーに基づく性別役割分担意識の影響
があるという認識を持ち、早期に発見で
きるよう地域の見守り活動支援、啓発を
行う。

38・124
地域包括ケア推進課

各区地域福祉課

56

高齢者虐待防止法に基づき、虐待の通報が
あった場合、被虐待高齢者とその養護者に
対する適切な事実確認とアセスメントのもと、
行政と地域包括支援センター等の関係機関
が連携して一時保護等を行うなど、高齢者の
安全確保と養護者支援を進めます。

高齢者虐待に関する通報件数は448件であり、
虐待認定件数は243件であった。
被虐待者245人うち女性が被虐待者となったのは
193人であった。

Ｂ

令和元年度の新規高齢者虐待は女性
が約８割を占めており、女性が虐待を
受けることが圧倒的に多い。この背景
の一つには、ジェンダーに基づく性別役
割分担意識が影響していると考えられ
る。高齢者虐待に関する相談件数が増
加している中で、分離等の対応を行っ
ており、被虐待者の安全確保に寄与し
ていると考えている。

今後もDVを含めて高齢者虐待への支
援における専門職・関係機関の対応力
の向上に努め、高齢者虐待の背景に
は、家庭内のパワーバランスやジェン
ダーに基づく性別役割分担意識の影響
を受けているという認識を持ち、支援を
行っていく。また実際保護が必要な被虐
待者へは虐待者からの分離、一時保護
等が速やかに行えるよう、行政と関係機
関の連携体制の強化に努める。

125
地域包括ケア推進課

各区地域福祉課
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57

【再掲】
障害者基幹相談支援センター等と連携し、障
害者総合支援法などの活用を含めて被害者
に対する適切な相談や支援に努めるととも
に、関係機関に対し研修等を通じてＤＶにつ
いて周知を図ります。

区役所、障害者基幹相談支援センター、障害福祉
サービス事業者等に対してDVを含めた権利擁護
の研修を実施し、適切な相談支援が実施できるよ
うに人材の育成に取り組んだ。
令和元年度における虐待対応職員研修および障
害福祉サービス事業者向け虐待防止研修には計
191名(女性90名、男性101名)の参加があった。ま
た、個別に求めのあった障害福祉サービス事業者
に対しての研修も実施した。

Ｂ

令和元年度はおおむね想定していたと
おりに区役所、障害者基幹相談支援セ
ンター、障害福祉サービス事業者等に
対して研修を実施でき、DVを含めた権
利擁護の認識を深めることに寄与した。

今後もDVを含めた障害者虐待の支援
にあたる支援者の対応力の向上に資す
ることができるよう、令和元年度同様に
研修等に取り組んでいく予定である。

39・126
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

58

障害者虐待防止法に基づき、虐待の通報が
あった場合、関係機関等と連携して一時保護
等を行うなど、障害のある被害者の支援を進
めます。

障害者虐待に関する通報等を受理し、相談・通報
のあった個別案件について関係機関との連携を図
り、支援を行っている。

令和元年度において通報を受理したのは123件
で、被虐待者の対象者総数は157名(女性98名、男
性57名)であった。その内DV事案であると判断した
ものの総数は22件(女性21件、男性1件)であった。

Ｂ

障害者虐待事案の内、DV事案の被害
者の大半は女性である。DV事案におい
て女性が被害者の場合は各区の女性
相談員と連携して対応する等、必要に
応じて関係機関と連携して一時保護を
実施し、障害者の安全を確保している。
令和元年度も例年同様に一時保護、分
離の対応を行うことができた。

今後も障害者虐待担当者の対応力を向
上させ、関係機関との連携を密にするこ
とで、より迅速に障害者の安全を確保
し、虐待解消に寄与できるよう現在の取
り組みを継続する。

127
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

59
定期的な連絡会などの機会を通じ、大阪府
女性相談センター（婦人相談所）との連携をさ
らに強化します。

大阪府女性相談センターとの連絡会議を実施し、
情報共有のほか、相互の連携のあり方等について
意見交換を行った。
全2回

Ｂ
相互の連携強化により、ＤＶ被害者支
援の向上に効果を上げているため。

大阪府女性相談センターとの連携をさら
に強化するため、取組を推進する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

60
被害者の安全確保を図るため、大阪府女性
相談センター（婦人相談所）と連携し、一時保
護のための支援を行います。

被害者の安全確保のため、一時保護の際には、同
行支援を行った。
一時保護　48件

Ｂ
ＤＶ被害者とその同伴家族の安全を守
るとともに、迅速な保護につながったた
め。

今後もＤＶ被害者等の安全確保のた
め、同行支援をする。

子ども家庭課
各区子育て支援課

61

配偶者暴力相談支援センター及び各区女性
相談窓口において、保護命令制度について
の情報提供や申立てにかかる支援を行いま
す。

保護命令制度についての状況提供及び申立支援
を行い、裁判所への同行支援を行った。
女性相談員がかかわった保護命令申立　15件

Ｂ
ＤＶ被害者に必要な助言等を行い、円
滑な申立につながったため。

今後も被害者の思いを受け止め、適切
な支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課

62

被害者の子どもの安全確保については加害
者からの問い合わせがあった場合などの対
応方法を明確にし、全教職員で共通理解を
図り、関係機関との連携を更に強化します。

「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学
ぶー具体的事例3被害者の情報管理の徹底につ
いて」を活用し、被害者の子どもの安全確保を徹
底、全教職員に周知

Ｂ
資料配付し、早期発見、早期対応の重
要性について説明、相談体制の充実に
ついて周知を図ることができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課

63

「『学校園における危機管理』－具体的な事
例に学ぶ－ＤＶその2 被害者の安全確保の
徹底編」を活用し、被害者の緊急時における
安全確保を徹底します。

「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学
ぶ－具体的事例2「被害者の安全確保の徹底につ
いて」で、DVが疑われる具体的事例、関係機関へ
の連絡・連携方法について示し、適切な対応を指
示。

Ｂ
資料を配付し、早期発見、早期対応の
重要性について説明、相談体制の充実
について周知することができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

64
被害者の子どもの就学先や居住地等の情報
を加害者等に漏洩しないよう関係教育委員
会及び就学先の学校へ連絡調整します。

転校手続きについて特に配慮が必要な場合は、学
校間の連絡を控えて教育委員会事務局間で行っ
た。件数：39件（総数61人、女性33人、男性28人）

Ｂ
加害者等へ情報漏洩することなく教育
委員会及び就学先の学校へ連絡でき
た。

引き続き教育委員会事務局間での手続
きを行う。

82
学務課

各区企画総務課

65
救急業務遂行中、傷病者の症状にＤＶの可
能性が疑われた場合において、被害者と調
整のうえ関係機関への通報等を行います。

救急業務遂行中、傷病者の症状にDV の可能性が
疑われた場合において、被害者と調整のうえ関係
機関への通報等を行っている。（総数27件、男性1
名、女性26名）

Ｂ
関係機関との連携が概ね円滑に行えて
いるため。

引き続き関係機関との連携を深め、被
害者の安全確保に努める。

救急課

66
災害時に作成される避難者名簿の公表につ
いては、被害者の居所が加害者に伝わり新
たな被害が生じることがないよう配慮します。

モデル校区での取組みを経て作成した、各校区自
主防災組織等が自主的に避難所運営を行う際の
マニュアルの参考となる「校区避難所運営マニュア
ル（ひな形）に、DV被害者等の個人情報の管理を
徹底するとの文言を盛り込むとともに、男女共同参
画の視点に配慮した避難所運営の重要性の周知
を進めた。

Ｂ

モデル校区の取組みを反映させたマ
ニュアルにＤＶ被害者等の個人情報の
管理の徹底を明記したことで、今後マ
ニュアルを参考に避難所運営の取組み
を進めていく校区にもその重要性の理
解が広まるため。

地域での避難所運営訓練等の機会を
捉えて、周知・啓発を継続していく。

危機管理室

67

被害者の申請に基づき、被害者以外への税
務証明の交付を停止することで、プライバ
シーを保護するとともに証明が悪用されるこ
とを防止します。

被害者の申請に基づき、被害者以外への税務証
明の交付を停止した。
R元年度新規税証明書発行停止者数　8名（DV以
外の停止理由も含む。）

Ｂ

申請があれば交付停止の措置及び番
号連携サーバー上での自動応答不可、
不開示フラグの設定を行う流れを迅速
に行っている。

これまで通り迅速かつ正確に交付停止
処理を行う。

税制課
税務サービス課

68

被害者の申請に基づき住民基本台帳の閲覧
や住民票の写し等の証明書発行を制限し、
被害者及び同一住所を有する者の転居先が
加害者に知られることを防止します。

各区役所市民課で本制度について説明し、警察な
ど関係機関に相談のうえ、申請書を市民課窓口に
提出していいただいている。また、番号法に基づき
「居所地登録」を実施。本人の申請により、居所地
への通知カード・マイナンバーカードの発送を行っ
ている。
R1年度受付件数　576件/対象者　1,302人

Ｂ

「住民基本台帳事務処理要領」に基づ
き事務を行った。また、「通知カード及び
個人番号カードの交付等に関する事務
処理要領」に基づいた対応も行ってい
る。
各区市民課の運用マニュアルを活用
し、被害者の情報管理の徹底につとめ
た。

引き続き、DV被害者の住民票等の発行
を制限する等で、被害者の住所が加害
者に知られることを防止し、庁内関係部
署と連携していく。

戸籍住民課
各区市民課

69
被害者の申し出に基づき、被害者及び同一
住所を有する者の転居先が加害者に知られ
ないよう配慮します。

被害者の申し出に基づき、被害者及び同一住所を
有する者の転居先が加害者に知られないようシス
テム登録による職員間の情報共有や、被害者あて
の通知等を申し出住所に送付する等の取組を行っ
た。
【実績値】総数：43
　※性別内訳　女性：39、男性4

Ｂ
被害者の申し出の意図どおり、情報の
保護に努め、予定通りの対応ができた
ため。

引き続き、適切な対応を行う。
国民健康保険課
各区保険年金課

70

住民票を移せない被害者について、事実上
の住所及び他の公的医療保険に加入してい
ないことの確認により、国保加入を認めま
す。

住民票を移せない被害者について、事実上の住所
及び他の公的医療保険に加入していないことの確
認により、国保加入を認めた。
【実績値】総数：43
　※性別内訳　女性：39、男性4

Ｂ
国保加入の相談に当たっては、適切に
説明し、事実関係の確認により国保加
入手続きを行ったため。

引き続き、適切な対応を行う。 85
国民健康保険課
各区保険年金課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

71
被害者の申し出に基づき、「医療費のお知ら
せ」を国保の世帯主へ送付しないようにしま
す。

被害者の申し出に基づき、「医療費のお知らせ」を
国保の世帯主へ送付しないようにした。
【実績値】総数：43
　※性別内訳　女性：39、男性4

Ｂ
被害者の申し出の意図どおり、情報の
保護に努め、予定通りの対応ができた
ため。

引き続き、適切な対応を行う。 86
国民健康保険課
各区保険年金課

72

被害者の申し出に基づき、国民年金原簿等
に記録されている住所等を加害者に知られ
ないよう配慮する取扱いがあることを説明し、
年金事務所への手続きを案内します。

国民年金原簿等に記録されている住所等を加害者
に知られないよう配慮する取扱い（被害者からの申
告制）があることを被害者に説明し、年金事務所へ
の手続き案内をした。
【実績値】総数　4名（内訳　女性　3名　男性　1名）

Ｂ
被害者の申し出に基づき、年金事務所
へ手続きを案内している。

引き続き適切に対応していく。
医療年金課

各区保険年金課

73
被害者の申し出に基づき、被害者及び同一
住所を有する者の転居先が加害者に知られ
ないよう配慮します。

システムに登録を行うことにより、DV被害者である
ことが判別できるようになっています。また書類等
の送付については本人の申し出の住所に送付する
等の取組を行っている。
（令和元年度：11人　男性6人・女性5人）

Ｂ
書類等の送付については本人の申し出
の住所に送付する等、予定通りの取組
を行えたと考えるため。

現在行っている取組を引き続き実施す
る。

介護保険課
各区地域福祉課

74

住民票を移せない被害者について、事実上
の住所及び他の市町村の介護保険に加入し
ていないことの確認により、本市の介護保険
への加入を認めます。

住民票を実際の居住地に移せない被保険者に関
しては、本人の申し出またはケースワーカー等庁
内からの連絡により、事情を各区役所で確認の
上、実際に居住する住所で介護保険の被保険者
資格を付与している。
（令和元年度：11人　男性6人・女性5人）

Ｂ
実際に居住する住所で介護保険の被
保険者資格を付与する等、予定通りの
取組を行えたと考えるため。

現在行っている取組を引き続き実施す
る。

介護保険課
各区地域福祉課

75
被害者の申し出に基づき、「介護保険給付費
通知書」等を申し出のあった宛先に送付しま
す。

被害者の申し出に基づき、「介護保険給付費通知
書」等を申し出のあった宛先に送付している。
（令和元年度：5人　男性3人・女性2人）

Ｂ

被害者の申し出に基づき、「介護保険
給付費通知書」等を申し出のあった宛
先に送付する等、予定通りの取組を行
えたと考えるため。

現在行っている取組を引き続き実施す
る。

介護保険課
各区地域福祉課

76
被害者の申し出に基づき、被害者及び家族
等の転居先等の情報が第三者に漏洩しない
よう配慮します。

家族の転居先等については、そもそも市が情報を
外部へ提供することはないが、被害者の申し出が
あったものについては、システムで情報を共有し、
特に注意を払っている。

Ｂ
事業内容どおりの運用を行っているた
め。

被害者の申し出があった際の対応につ
き、局及び委託業者において周知徹底
し、被害者の情報漏洩防止に努めてい
く。

上下水道局
事業サービス課

77

被害者の申し出に基づき、本人以外への水
道料金等納付済証明及び水道使用証明の
発行を制限し、情報の漏洩及び証明の悪用
を防止します。

家族の転居先等については、そもそも市が情報を
外部へ提供することはないが、被害者の申し出が
あったものについては、システムで情報を共有し、
特に注意を払っている。

Ｂ 事業内容どおりの運用を行っているため。

被害者の申し出があった際の対応につ
き、局及び委託業者において周知徹底
し、被害者の情報漏洩防止に努めてい
く。

上下水道局
事業サービス課

78

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規
定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧につい
て、ＤＶ及びストーカー行為等被害者につい
ては閲覧を制限し、被害者の居住地、転居先
を加害者に知られることを防止します。

内容）DV及びストーカー行為等被害者の選挙人名
簿の抄本の閲覧の制限
実績）選挙人名簿の抄本の閲覧により、DV及びス
トーカー行為等被害者情報が加害者に知られる事
例は発生していない

Ｂ
取組で目標としていた内容（被害者情
報を加害者に知られないこと）が達成で
きたため。

現状の取組を継続する。
選挙管理委員会事務局

各区選挙管理委員会事務局
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）
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評価の理由
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今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

79

被害者の申し出に基づき、マイナンバー制度
による他市等への情報提供・照会及びマイナ
ポータルでの閲覧を停止することで、居住市
区町村や特定個人情報を加害者に知られる
ことを防止します。

被害者の申し出に基づき、随時、情報提供・照会
及びマイナポータルでの閲覧を停止する作業を行
うことにより、居住市区町村や特定個人情報を加
害者に知られることを防止することが出来た。

Ｂ
個人番号利用事務実施課において適
切に作業を実施したため。

引き続き、被害者の申し出に基づき、個
人番号利用事務実施課において随時
他市等への情報提供・照会及びマイナ
ポータルでの閲覧を停止し、居住市区
町村や特定個人情報を加害者に知られ
ることを防止する。

個人番号利用事務実施課
(情報化推進課）

80
研修及び担当者会議により、被害者に対する
情報の共有と関係機関による居所を含む被
害者の情報管理の更なる徹底を行います。

「『学校園における危機管理』－具体的な事例に学
ぶ－具体的事例３被害者の情報管理の徹底につ
いて」を活用し、被害者の子どもの安全確保を徹
底、全教職員に周知。

Ｂ
資料を配付し、早期発見、早期対応の
重要性について説明、相談体制の充実
について周知することができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課

81

「『学校園における危機管理』－具体的な事
例に学ぶ－　ＤＶその3 被害者の情報管理の
徹底編」を活用し、被害者の子どもの安全確
保を徹底します。

学校と関係機関との会議を定期的に開催し、情報
を共有。
また、「『学校園における危機管理』－具体的な事
例に学ぶ－具体的事例３被害者の情報管理の徹
底について」で被害者の情報管理について示し、
適切な対応ができるよう指示。

Ｂ
資料を配付し、早期発見、早期対応の
重要性について説明、相談体制の充実
について周知することができた。

最新の情報となるように追加・改訂に注
意する。

生徒指導課

82

【再掲】
被害者の子どもの就学先や居住地等の情報
を加害者等に漏洩しないよう関係教育委員
会及び就学先の学校へ連絡調整します。

転校手続きについて特に配慮が必要な場合は、学
校間の連絡を控えて教育委員会事務局間で行っ
た。件数：39件（総数61人、女性33人、男性28人）

Ｂ
加害者等へ情報漏洩することなく教育
委員会及び就学先の学校へ連絡でき
た。

引き続き教育委員会事務局間での手続
きを行う。

64
学務課

各区企画総務課

83
生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じ
て必要な保護を行い、健康で文化的な最低
限度の生活を保障します。

生活扶助費等の各種扶助に基づく生活保護費の
支給
生活保護受給者数：25,180人　（R2.4.1時点）
※DV非関連含む

Ｂ
生活保護法に基づく適切な生活保護費
の支給を実現したため。

今後も、生活保護費の支給により、生活
に困窮する方の生活基盤を整えるため
の支援を行う。

生活援護管理課
各区生活援護課

84
最低限度の生活を維持することができなくな
るおそれのある方に対し、困窮状態からの脱
却を図るための相談支援を行います。

経済的な要因や社会的な孤立等で生活困窮して
いる人に対し、アウトリーチも含め、生活保護に至
る前の段階から早期的な支援を実施するとともに、
生活困窮者一人ひとりに状態にあった支援を実施
した。
新規相談総件数：1,862件　支援実施延べ回数：
8,957回
※DV非関連を含む

Ｂ

生活困窮者一人ひとりの相談を受け、
一人ひとりが抱える課題を評価・分析の
上、ニーズに応じた計画的かつ継続的
な自立支援計画を策定し、関係機関・
関係部局との連携等により、包括的な
支援を実施することができた。

経済的な要因や社会的な孤立等で生
活に困窮している人が相談支援につな
がるよう、関係部局との連携等を深めて
いくとともに、生活保護に至る前の段階
から、生活困窮者一人ひとりの課題や
ニーズに応じた早期的な支援を実施し
ていく。

生活援護管理課
各区生活援護課

①経済的支援、生活支援
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※対象者の性別はアンケート等により把握した数字。性別が把握できない場合は総数にのみ記入。 36



第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

85

【再掲】
住民票を移せない被害者について、事実上
の住所及び他の公的医療保険に加入してい
ないことの確認により、国保加入を認めま
す。

住民票を移せない被害者について、事実上の住所
及び他の公的医療保険に加入していないことの確
認により、国保加入を認めた。
【実績値】総数：43
　※性別内訳　女性：39、男性4

Ｂ
国保加入の相談に当たっては、適切に
説明し、事実関係の確認により国保加
入手続きを行ったため。

引き続き、適切な対応を行う。 70
国民健康保険課
各区保険年金課

86

【再掲】
被害者の申し出に基づき、「医療費のお知ら
せ」を国保の世帯主へ送付しないようにしま
す。

被害者の申し出に基づき、「医療費のお知らせ」を
国保の世帯主へ送付しないようにした。
【実績値】総数：43
　※性別内訳　女性：39、男性4

Ｂ
被害者の申し出の意図どおり、情報の
保護に努め、予定通りの対応ができた
ため。

引き続き、適切な対応を行う。 71
国民健康保険課
各区保険年金課

87 堺市ＤＶ被害者等自立支援金を支給します。

所持金をもたないDV被害者とその同伴家族に対
し、必要に応じて、DV被害者等自立支援金を支給
した。
支給件数13件

Ｂ
所持金をもたず緊急に避難したDV被害
者に対し、飲食費や交通費などの経済
的支援を適切に行うことができたため。

DV被害者が避難した際の経済的な不
安や心配を軽減するため、今後も、DV
被害者等自立支援金を継続して確保
し、適切に支給する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

88

【再掲】
法的な問題の解決を図るため、堺市ＤＶ専門
法律相談の実施や日本司法支援センター
（法テラス）等と連携します。

堺市ＤＶ専門法律相談を実施して、相談者の法的
課題の解決を図った。
相談件数　58件

Ｂ
法的課題の解決により自立が促進され
る等の効果を上げているため。

法的課題を抱えるＤＶ被害者が自立で
きるよう、今後も取組を推進する。

33
子ども家庭課

各区子育て支援課

89

生活支援のための各種制度の情報提供や手
続き支援などを行います。
（生活保護、母子父子寡婦福祉資金貸付、健
康保険、医療費助成、年金、ひとり親家庭等
日常生活支援事業、児童扶養手当等の制度
に関する情報提供と手続き支援）

各種福祉制度等の情報提供を行うほか、必要に応
じて関係機関との調整や同行支援を行った。
同行・調整：延べ3,486件

Ｂ
ＤＶ被害者の二次被害を防止するととも
に、代弁機能を果たす等適切に支援で
きているため。

今後もＤＶ被害者の人権を擁護しなが
ら、適切な支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課

90
一時的な利用や当面の生活の場とする居室
を提供するＤＶ被害者等援護事業を実施しま
す。

ＤＶ被害者等の自立を支援するため、当面の生活
の場とする居室を提供するＤＶ被害者等援護事業
を実施した。
利用日数118日

Ｂ
ＤＶ被害者等の自立に向け、必要な支
援を実施したため。

DV被害者等の状況に応じ、緊急時など
の支援を適切に行えるよう、DV被害者
等援護事業を継続する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

91
子どもや母子等を対象とした、ショートステイ
やトワイライトステイを実施します。

保護者の疾病、出産等で育児が一時的に困難な
家庭の子どもに対して、児童養護施設等でショート
ステイやトワイライトステイを行った。
利用実数　 79人　延べ日数　1,014日

Ｂ

ショートステイ、トワイライトステイ共に、
平成30年度より利用者数が増えている
ため。
（平成30年度：利用実数66人、延べ日
数1,029日）

一時的な要保護児童については、週末
里親等への委託などにも拡充を図ると
ともに、市民のニーズと状況を適切に把
握し、本事業の実施を継続していく。

子ども家庭課
各区子育て支援課

92
母子生活支援施設の入所や調整を行い、母
子家庭の自立促進のためにその生活を支援
します。

保健福祉総合センターに入所申込のあった要入所
世帯について、母子生活支援施設への入所勧奨
及び入所により母子で安定・安心して生活できる環
境を整えた。
延べ入所世帯405世帯

Ｂ
ＤＶ被害者である母子の安全を確保し、
安定・安心して生活できる環境を整える
ことができたため。

今後も継続して、要入所世帯について、
母子生活支援施設への入所勧奨及び
入所により、母子で安定・安心して生活
できる環境を整え、自立につなげる。

122
子ども家庭課

各区子育て支援課

②住まいの確保、住宅支援
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※対象者の性別はアンケート等により把握した数字。性別が把握できない場合は総数にのみ記入。 37



第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

93
一定の要件を満たした被害者について、特に
居住の安定を図る必要がある者と位置付け、
市営住宅の単身での申込みを可能とします。

 年2回の堺市営住宅の総合募集の中で、DV被害
者の方は単身でも申込み可能（※）としており、令
和元年度中の申込みが1件ありました。
※一般の方については、高齢や障害等の単身要
件を満たさなければ申し込みができない。

Ｂ
2回の総合募集により、一定の周知が
できているため。

令和2年度以降も年2回の総合募集を予
定している。引き続き必要としている方
へ届くよう広く周知し、利用者の安定的
な生活を支援していく。

住宅管理課
住宅改良課

94

一定の要件を満たした被害者の世帯につい
て、特に居住の安定を図る必要がある者と位
置付け、市営住宅の福祉世帯枠への申込み
を可能とします。

 年2回の堺市営住宅の総合募集の中で、DV被害
者世帯も福祉枠に申込み可能としていますが、令
和元年度中は申込みがありませんでした。

Ｂ

平成28年度より設けた福祉世帯枠への
申込みを可能としたことで、DV被害者
世帯の安定的な生活に寄与できたた
め。

令和2年度以降も継続的に実施し、利用
者の安定的な生活を支援していく。

住宅管理課

95

母子・父子自立支援員は、相談や、自立支援
給付金事業（自立支援教育訓練給付金、高
等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了
支援給付金）の相談及び事務手続きについ
て情報提供を行い、職業能力の向上及び求
職活動に関する支援を行います。

各区保健福祉総合センターに母子・父子自立支援
員（非常勤職員）を1名ずつを配置し、母子家庭等
の相談に応じ、子育て・生活支援施策、就業支援
施策、養育費の確保、母子父子寡婦福祉資金の
貸付に関する相談、償還指導等の総合的な自立
支援を行う。相談回数　5,231回。

Ｂ
母子家庭等の相談内容に応じ、各施策
や関係機関につなげることができたた
め。

今後も継続して、母子家庭等の相談に
応じ、子育て・生活支援施策、就業支援
施策、養育費の確保、母子父子寡婦福
祉資金の貸付に関する相談、償還指導
等の総合的な自立支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課

96

堺市母子家庭等就業・自立支援センターは、
就業相談から就業支援講習会、就業情報の
提供等にいたるまでの一貫した就業支援
サービスを行います。

母子家庭等就業・自立支援センターで、就業相談、
就業支援講習会、就業情報の提供等の就業支援
を実施した。
利用者数　1,264人
女性1,254人　男性10人

Ｂ
就業相談から就業支援講習会、就業情
報の提供等の就業サービスを提供する
ことができたため。

引き続き国が定めた基準で運用する。
子ども家庭課

各区子育て支援課

97

ひとり親家庭の父・母の就業と自立を支援す
るため、プログラム策定員が自立支援プログ
ラムを策定し、ハローワーク、区保健福祉総
合センター、堺市母子家庭等就業・自立支援
センターが一体となって、就業までのサポート
を行います。

児童扶養手当受給者（生活保護受給者を除く）の
自立に向けて、支援プログラムを作成し、関係機関
が連携して就業支援を行った。またプログラム策定
後のアフターケアを実施した。
策定件数　28件

Ｂ

児童扶養手当受給者（生活保護受給者
を除く）の自立に向けて、支援プログラ
ムを作成することで、就業支援を行うこ
とができたため。

引き続き事業を周知し、事業を継続し、
ひとり親家庭の就業に資する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

③就労支援
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※対象者の性別はアンケート等により把握した数字。性別が把握できない場合は総数にのみ記入。 38



第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

98
さかいＪＯＢステーション女性しごとプラザや
ジョブシップさかいにおいて、関係機関との連
携により、就労支援を行います。

関係機関との連携により、キャリアカウンセリング
等の就労支援を実施した。
当該年度内の来所者のうち、明らかにDV被害者等
であると見受けられるケースは5件あった。

Ｂ
全ての来所者に対する相談に際し、人
権的配慮を欠かさない相談体制を確保
した。

来所者がDV被害者等であるかどうかの
判断については、本人からの申し出な
どによる以外は非常に難しいため、全て
の来所者に対する人権的配慮を欠かさ
ないような相談体制を確保する。

雇用推進課

99

就労支援を必要とする生活保護受給者及び
生活困窮者に対し、「堺市キャリアサポート事
業」や「生活保護受給者等就労自立促進事
業」の就労支援事業の利用を促し、支援対象
者一人ひとりの状況に応じた支援を行いま
す。

支援対象者が抱える複雑かつ多様な課題やその
背景、支援対象者の生活状況等を考慮し、一人ひ
とりのニーズに応じた求人開拓や職業紹介、職場
とのマッチングや職場定着等のきめ細かな就労支
援を行うことにより、生活の再建や生活の安定、自
立した生活に向けた支援を実施した。
支援対象者数：1,485人（女性：650人、男性：835
人）
※DV非関連を含む

Ｂ

雇用情勢が変化し、就労形態が多様化
する中で、就労支援を必要とするあるい
は希望する生活保護受給者・生活困窮
者に対して、一人ひとりの状況やニーズ
に応じた就労支援を実施することによ
り、就職及び職場定着につながり、生活
の再建や生活の安定、自立した生活に
向けた支援を実施することができた。

今後、さらに雇用情勢が変化し、就労形
態もより多様化していくことが予想され、
就労支援を必要とするあるいは希望す
る生活保護受給者・生活困窮者一人ひ
とりの生活状況やニーズに応じた、きめ
細かな就労支援をより丁寧に実施して
いくことにより、生活の再建や生活の安
定、自立した生活に向けた支援を実施
していく。

生活援護管理課
各区生活援護課

100
乳幼児健診の実施を通して、出産・育児に課
題を抱えた家庭の把握に努めます。

・乳幼児健康診査質問票に、家庭状況を把握する
ための質問項目を入れ、支援が必要なケースを把
握し、適切な支援につなげた。
・R元年度乳幼児健康診査対象児数17,670人（4か
月児健康診査5,577人、1歳6か児健康診査6,086
人、3歳児健康診査6,007人）

Ｂ

受診者全員に保健師が問診を行い、生
活状況の聞き取りなどから、DVの可能
性のある者を早期に把握し、必要な者
には関係機関を紹介するなど、適切な
支援につなげているため。

今後も乳幼児健康診査にて、乳幼児の
健康や生活面の状況把握を通じ、安心
して相談できるように配慮する。その中
で、ＤＶに関係する者を早期に把握し、
適切な支援につなげられるよう取組を
継続していく。

子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

101
育児に課題を抱える家庭に、子育てアドバイ
ザーやヘルパーの派遣、育児相談等の支援
を行います。

子育てアドバイザーによる家庭訪問、子育て相談：
延89件
育児支援ヘルパー事業所による家事・育児支援：
延2,789件

Ｂ

子育てアドバイザーを派遣し、子育ての
大半を担っている女性の相談に対応す
ること、又は、育児支援ヘルパーを派遣
し、家事・育児援助を行うことで、ＤＶの
怖れのある家庭を含む要支援家庭の
支援に寄与したと考えられるため。

各区の子育て支援課や保健センター等
において、支援が必要な家庭の情報共
有を図り、子育てアドバイザー又は育児
支援ヘルパーを介して適切な支援につ
なげていくことができる仕組みについ
て、積極的に支援の必要な人のニーズ
を聞きながら検討するとともに、子育て
アドバイザー、育児支援ヘルパーの人
的・質的養成に努めていく。

子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

102
対応が困難なケースは、関係機関と連携し、
ケースカンファレンスを行うなどし、協力して
対応します。

支援が必要な方には、関係機関と連携し、包括支
援を行った。

Ｂ

DVの可能性がある方に対しては、必要
に応じて女性相談員などの関係機関と
連携し、支援方法を検討しながら自立
支援に取り組んでいるため。

今後も必要に応じて関係機関と連携し、
DV被害者が安心して自立した生活がで
きるような支援を継続する。

子ども育成課
各区子育て支援課
各区保健センター

①子育て・育児支援
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

103

ユースサポートセンターで、ひきこもり、不登
校、ニート、非行などの困難を抱える子ども、
若者及びその保護者・関係者からの相談に
応じています。

堺市ユースサポートセンターで、ひきこもり、ニート
等困難を抱える子ども・若者やその保護者からの
相談を受け、自立に向けた支援を行った。
延べ相談件数　2,076件
相談延べ人数　570人（うち新規相談者数414人）

Ｂ

ユースサポートセンターに併設してい
る、ニートなどの若者の職業的自立を
支援する堺地域若者サポートステー
ションの認知度の高まりにより、相談者
数が増加しているため。

引き続き相談者の人権に配慮しながら
他機関と連携し、また堺地域若者サ
ポートステーションを一体的に運営する
ことにより、職業的自立まで一貫した支
援をする。
また、令和2年度から対象年齢を49歳以
下に拡大。

子ども家庭課

104
ＤＶにより心理的虐待を受け、被害者とともに
避難した子どもの心理ケアについて、具体的
に検討します。

・DV被害から避難してきた保護者及び児童へのア
セスメント及び心理ケアの実施により、心的外傷の
回復に寄与した。（心理ケア/児童・・延べ20回、保
護者・・延べ３回（実世帯数：　5世帯）。アセスメント
/児童・・延べ4回、保護者・・延べ9回　　（実世帯
数：4世帯））

Ａ

本事業開始時（H30）は児童のみを対象
としていたが、実施する中で保護者に
対しても心理ケアが必要であることを把
握したため、令和元年度より児童に加
え保護者に対してもアセスメント及び心
理ケアの実施し、心的外傷の回復に寄
与したため。

児童と保護者、双方の心的外傷からの
回復を図るよう事業を継続する。

141 子ども家庭課

105

【再掲】
ＤＶは子ども虐待と密接に関係しているため、
子ども相談所及び各区の家庭児童相談室と
相互に連携して支援します。

DVと子どもへの虐待が密接に関わっているという
意識を常にもち、支援が必要な場合は、子ども相
談所及び各区家庭相談員と連携して支援した。（連
携した件数：延べ335件）

Ｂ
状況に応じ、家庭相談員や子ども相談
所と連携し、DV被害者及びその子ども
への支援を適切に行ったため。

ＤＶ被害者やその子どもの人権に配慮
しながら、子ども相談所及び各区家庭
児童相談員と連携して取組を推進す
る。

46
子ども家庭課

各区子育て支援課
子ども相談所

106
子どもや保護者がいつでも電話できるよう、
子ども電話教育相談「こころホーン」（24時間）
を実施します。

子ども電話教育相談  相談件数　1,700件 Ｂ

24時間365日実施の電話相談であるた
め、相談者がいつでも相談できる体制
がある。また、緊急度が高いと判断され
る場合には、関係諸機関と迅速に連携
することができている。

継続的な取組を実施する。 教育センター

107

子どもや保護者が相談しやすい環境づくりに
努め、小・中学生の性格や行動、発達に関す
る問題について電話相談、面接相談を行い
ます。

・子ども電話教育相談 相談件数  1,700件
・面接相談延べ人数　10,340人
（内訳）ソフィア教育相談6,342人
　　　　 ふれあい教育相談3,998人

Ｂ

子ども電話教育相談「こころホーン」の
相談件数は例年より増加している。ま
た、面接相談延べ人数については大幅
に増加している。相談の解決件数や良
好な形で継続している件数の割合につ
いては９０％強を維持している。

継続的な取組を実施する。 教育センター

108
教育相談において虐待やＤＶが背景にある
場合、関係機関と連携を図り、情報交換や連
絡調整を行います。

教育相談において、虐待やDVが疑われる場合に、
被害者の安全確保を最優先するとともに、情報管
理を徹底し学校や子ども家庭課、子ども相談所、
子ども育成課などの関係機関との連携を実施し
た。

Ｂ
学校や関係課、諸機関との情報交換や
連携調整を行うことにより、子どもの支
援体制づくりを推進できた。

継続的な取組を実施する。 教育センター
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方

向 事業内容
取組の内容及び実績

（人数・件数等）
再掲No評価

評価の理由
（要因について分析）

今後の方向性
（改善点及び課題等）

基本方針

109

【再掲】
学校教育活動全体を通じて、性や健康課題
について、教科学習を中心に発達段階に応じ
た性に関する指導を行い、保健センター等関
係機関と連携を図り推進します。

性や健康に関する課題についての指導は、保健セ
ンターの助産師等と連携し、発達段階に応じた指
導を実施した。

Ｂ

文部科学省「学校保健総合支援事
業」、堺市学校保健会「学校・地域保健
連携事業」等を活用し、学校園へ性や
健康に関する専門家（医師や助産師
等）を派遣し、より専門性の高い指導を
実施した。

文部科学省「学校保健総合支援事業」、
堺市学校保健会「学校・地域保健連携
事業」等を活用しながら、性や健康に関
する課題についての指導を継続してい
く。

15
生徒指導課
保健給食課

110

ひとり親家庭の親または子の学び直しの支
援を推進することにより、安定した就業につ
なげることを目的に、高等学校卒業程度認定
試験の対策講座の受講費用の一部を給付金
として支給します。

安定した就業による自立促進を目的として、高等
学校を卒業していないひとり親家庭の親または児
童に対して、高等学校卒業認定試験及び対策講座
について案内したが、申請者はなし。

Ｃ
相談者に対して個別の案内をするとと
もに、ホームページ等で事業を周知した
が、申込には至らなかった。

事業の活用が有効と思われるひとり親
世帯に対して、母子・父子自立支援員
から積極的に事業の案内を行うととも
に、ホームページや広報さかい等によ
り、広く事業の周知を図る。

子ども家庭課

111
就労中、就労可能なひとり親家庭の児童に
ついて、認定こども園などの優先的な利用に
配慮します。

ＤＶ被害者を含めたひとり親家庭の認定こども園等
入所児童数
母子家庭児童: 2,422人
 父子家庭児童:110人

Ｂ
優先的に認定こども園や保育所などが
利用できることにより、ひとり親家庭の
就業や求職活動を支援しているため。

引き続き、ひとり親家庭の就業や求職
活動を支援するよう、取組みを継続して
いく。

幼保推進課
各区子育て支援課

112

【再掲】
男女共同参画社会の実現に向け、セクシュア
ル・ハラスメント防止、いじめ・暴力防止、デー
トＤＶ又はＤＶ防止教育等に関する教職員研
修を実施します。

男女共同参画社会の実現に向けてセクシャル・ハ
ラスメント防止6回（1,268人）、いじめ・暴力防止6回
（575人）、デートDV又はDV防止教育2回（91人）に
関する様々な教職員研修を実施した。

Ｂ 各研修の参加者アンケートにおいて、
一定の評価があったため。

啓発冊子の配付対象学年の教員を中
心とし、今日的課題を取り上げた内容で
研修を実施していく。

20・147
生徒指導課
教育センター

113

【再掲】
自尊感情の向上、自ら危機的状況を切り抜
けるための知識や方法の習得を目的とした
学習プログラムを実施します。

・いじめ・暴力防止（CAP）プログラムを全小学校で
実施
・学級ごとにCAPスタッフが指導にあたり、子どもに
対する虐待、暴力行為、いじめ・セクハラへの対処
方法についてワークショップ形式でCAPプログラム
を実施
・低学年（1・2年）担任を対象に、SAFEプログラム
の研修を実施し、子ども自身が潜在的な危険を察
知し、その状況下で「何ができるか」を考える力を
伸ばした。（参加者89人）

Ｂ

CAPプログラムを全小学校で実施した。
また中学校24学級でも実施を行い、児
童生徒自身がいじめや、虐待、誘拐に
対しどのよう対応するかを考えることが
できた。また、SAFEプログラムでは,
ベープサイトの利用法の研修を行うこと
により、児童に対して、いじめ、虐待、体
罰等に対して、どのように児童に指導を
行っていくかを考えるきっかけとなった。

全小学校CAPプログラム継続実施、中
学校25学級実施する。

18 生徒指導課

114

臨床心理に関して高度に専門的な知識を有
する者をスクールカウンセラーとして配置し、
子どもの不登校や問題行動に対する適切な
対応をはじめ、学校における教育相談体制
の充実に努めます。

・児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識を有
する者をスクールカウンセラーとして小学校22校、中学校全
43校、高等学校1校に年間35回配置。
・児童生徒の不登校や問題行動に対する適切な対応をは
じめ、学校における教育相談体制の充実を図った.

Ｂ 配置校のみならず中学校区での活用により、
相談体制の充実を図ることができた。

配置校拡大、中学校区での有効的な活用。ス
クールカウンセラーの評価システムの構築。

生徒指導課

②保育・教育・学習支援
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）

所管課№
施策の方
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再掲No評価

評価の理由
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基本方針

115

学校だけでは解決が困難な、いじめ、不登
校、暴力行為、児童虐待、デートＤＶ又はＤＶ
などの課題に対応するため、社会福祉等の
専門的な知識・技能に加えて、教育分野に関
する知識を有するスクールソーシャルワー
カーを活用し、子どもの置かれた様々な環境
に働きかけ、支援を行い、課題の解決を図り
ます。

スクールソーシャルワーカー2名を「派遣型」として
活用するとともに、7名を拠点校として7小学校に配
置するほか、学校からの要請に応じて配置校以外
の学校にも派遣

Ｂ 学校からの要請に応じた派遣を実施。

スクールソーシャルワーカーの活用しや
すい体制がつくれるように各学校園に
働きかける。活用の充実を図るため、ス
クールソーシャルワーカー活用マニュア
ルを、各学校園に周知する。

生徒指導課

116

「『学校園における危機管理』－具体的な事
例に学ぶ－ＤＶその4 子どもへの支援編」を
活用し、幼児、児童生徒が自分も相手も大切
にする意識や態度を身につけられるよう発達
段階に応じた人権教育を充実させます。

「『学校園における危機管理』－「緊急のポイント」
を踏まえ、学校生活の様々な場面で人権教育を推
進するよう指示。

Ｂ
研修等を通して、人権教育の推進を周
知した。

今後も引き続き啓発していく。 生徒指導課

117
被害者の子どもという特別事情により居住の
実態があれば住民登録がなくても就学に配
慮します。

居住地に住民登録ができない児童生徒について
は、区役所企画総務課で手続きのうえ速やかに居
住地の小・中学校に就学させた。件数：17件（総数
22人、女性12人、男性10人）

Ｂ
住民登録のない児童生徒について、民
生委員の居住証明をもらって速やかに
就学できた。

継続して区役所との連携を密にする。
学務課

各区企画総務課

118

経済的な理由で就学困難な公立小・中学校
の児童生徒のいる家庭に対し、学用品費等
の就学援助金を支給します。また、経済的理
由により修学が困難な高校1年生等に対し
て、奨学金を給付します。

就学援助：堺市に住所を有し、公立の小・中学校
（国立、支援学校を除く）に在籍する児童・生徒の
保護者及び次年度新1年生として入学予定の児
童・生徒の保護者から申請があった者のうち前年
所得等で認定された者に対して、学用品費等を支
給する。　小：6,944人　中：3,785人
堺市奨学金：高校1年生と支援学校高等部（専攻
科を除く）に在学し、堺市内の居住先から高等学校
等へ通学している生徒からの申請があった者のう
ち、前年所得が認定基準以内で、経済的に困窮度
の高い順に定員内で採用し、年額32,000円を一括
支給する。
認定者数　242人

Ｂ

子どもの貧困対策に掲げる、就学援助
制度や堺市奨学金制度に取り組むこと
で、経済的な理由で就学困難な公立
小・中学校の児童生徒や高校1年生等
に対して、就学援助金や堺市奨学金を
給付することができたため。

引き続き、就学援助制度や堺市奨学金
制度に取り組むことで子どもの貧困対
策を図る。

学務課

119

放課後や長期休業中などを活用し、小学生
（3年生以上）および中学生の希望者を対象と
して無料で学習支援を行い、一人ひとりの学
力及び学習意欲の向上を図ります。

小学生（3年生以上）及び中学生の希望者を対象に
無料で、放課後に週1回程度きめ細かな学習支援
を行い、学力及び学習意欲の向上を図った。（小学
生参加者：4296名、中学生参加者：2102名）

Ｂ
全希望者を対象に個に応じたきめ細か
な学習支援を継続的に行うことができ
た。

指導スタッフの指導力向上とともに人材
の確保に努めながら、事業を継続して
いく。

学校指導課
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第２次 堺市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画） 進捗状況調書（令和元年度実績）
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120

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の高
校在学年齢等の子どもを対象に、学習できる
場であり、居場所となる場を提供することで、
高校の中退防止や子どもの将来の自立に向
けた支援を行います。

学習できる場であり、居場所となる場を市内6か所
で計199回開催した。また、子どもが興味を持ちや
すくなるものとしてイベントを計11回開催した。学習
習慣の育成等といった学習支援のほか、子ども一
人ひとりにとっての居場所となる支援を実施した。
支援対象者数：873人（女性：424人、男性：449人）
※DV非関連を含む

Ｂ

参加する子ども一人ひとりを取り巻く環
境や抱える課題、それぞれのニーズに
応じた学習支援及び居場所支援を実施
することができた。

学習支援や居場所を必要とする子ども
が、さらに参加しやすくなるよう、関係機
関・関係部局との連携を強化するととも
に、中学校から高校へと大きな環境の
変化を迎える子どもに対して、より早期
的かつ切れ目のない支援を実施してい
く。

生活援護管理課
各区生活援護課

121

子ども食堂の実施団体や支援機関等による
ネットワークを構築し、情報提供並びに実施ノ
ウハウの提供、従事者向け研修、食材の寄
付やボランティアの仲介などを実施するととも
に、子ども食堂の開設に要する経費を補助す
ることで子ども食堂の開設や運営を支援しま
す。

「子ども食堂開設支援補助金」として、市内で新規
開設する子ども食堂の準備経費への補助金の交
付や、子ども食堂の活動情報の発信や研修、食材
寄附の仲介などを行う「さかい子ども食堂ネット
ワーク」を形成することで、市内の子ども食堂の活
動を支援した。

【対象者】
ネットワークに参画する子ども食堂
【対象者の数】
令和元年度末時点56団体

Ｂ

様々な家庭環境で暮らす地域の子ども
たちを対象に食事と居場所を提供し、
見守り、必要に応じて支援機関につな
ぐ「子ども食堂」の取組を支援すること
で、男女がともに参画し地域全体で子
育てを支える環境づくりに寄与している
と考える。

子ども食堂の活動情報の発信や研修、
食材寄附の仲介などで「子ども食堂」の
活動を支援するとともに、身近な地域で
子どもたちの生活や成長を見守る活動
が負担なく継続できるよう、子ども食堂
ネットワーク参画団体数を増加させてい
く。

子ども企画課

122

【再掲】
母子生活支援施設の入所や調整を行い、母
子家庭の自立促進のためにその生活を支援
します。

保健福祉総合センターに入所申込のあった要入所
世帯について、母子生活支援施設への入所勧奨
及び入所により母子で安定・安心して生活できる環
境を整えた。
延べ入所世帯405世帯

Ｂ
ＤＶ被害者である母子の安全を確保し、
安定・安心して生活できる環境を整える
ことができたため。

今後も継続して、要入所世帯について、
母子生活支援施設への入所勧奨及び
入所により、母子で安定・安心して生活
できる環境を整え、自立につなげる。

92
子ども家庭課

各区子育て支援課

123

堺市内から市外に、また市外から堺市内に
住民登録を残したまま避難している被害者に
同伴する子どもに対し、予防接種を受けやす
い環境を整え、感染症の罹患及びまん延を
防止します。

　避難先の市町村において、被害者の子どもに対
する定期の予防接種が無料で受けることができな
かった場合、その予防接種費用の全額又はその一
部を本市が助成している。
令和元年度申請件数9件
合計助成額　189,881円
　また、DVにより、堺市内に避難している被害者の
子どもに対し、予防接種手帳又は予防接種実施依
頼書を交付することにより、堺市民と同様に無料で
予防接種を実施している。
令和元年度接種者数　15人
合計接種件数　48件

Ｂ

左記取組により、DV被害者等が避難先
住所において接種を受けやすくなる環
境を整備し、感染症の罹患及びまん延
防止に一定の成果をあげているため。

被害者の子どもに対する予防接種への
支援を継続し、感染症の罹患及びまん
延を防止する。

感染症対策課
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③居場所づくり、その他の支援

※対象者の性別はアンケート等により把握した数字。性別が把握できない場合は総数にのみ記入。 43
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124

【再掲】
地域包括支援センター等と連携し、老人福祉
法による制度などの活用を含めて被害者に
対する適切な相談や支援に努めるとともに、
関係機関に対し研修等を通じてＤＶについて
周知を図ります。

高齢者虐待に関する通報件数は448件であり、
虐待認定件数は243件であった。
虐待者256人のうち、夫が81人、妻が21人であっ
た。

Ｂ

令和元年度の新規高齢者虐待は女性
が約８割を占めており、女性が虐待を
受けることが圧倒的に多い。この背景
の一つには、ジェンダーに基づく性別役
割分担意識が影響していると考えられ
る。高齢者虐待に関する相談件数が増
加している中で、分離等の対応を行っ
ており、被虐待者の安全確保に寄与し
ていると考えている。

今後もDVを含めた高齢者虐待への支
援における専門職・関係機関の対応力
の向上に努める。高齢者虐待の背景に
は、家庭内のパワーバランスやジェン
ダーに基づく性別役割分担意識の影響
があるという認識を持ち、早期に発見で
きるよう地域の見守り活動支援、啓発を
行う。

38・55
地域包括ケア推進課

各区地域福祉課

125

【再掲】
高齢者虐待防止法に基づき、虐待の通報が
あった場合、被虐待高齢者とその養護者に
対する適切な事実確認とアセスメントのもと、
行政と地域包括支援センター等の関係機関
が連携して一時保護等を行うなど、高齢者の
安全確保と養護者支援を進めます。

高齢者虐待に関する通報件数は448件であり、
虐待認定件数は243件であった。
被虐待者245人うち女性が被虐待者となったのは
193人であった。

Ｂ

令和元年度の新規高齢者虐待は女性
が約８割を占めており、女性が虐待を
受けることが圧倒的に多い。この背景
の一つには、ジェンダーに基づく性別役
割分担意識が影響していると考えられ
る。高齢者虐待に関する相談件数が増
加している中で、分離等の対応を行っ
ており、被虐待者の安全確保に寄与し
ていると考えている。

今後もDVを含めて高齢者虐待への支
援における専門職・関係機関の対応力
の向上に努め、高齢者虐待の背景に
は、家庭内のパワーバランスやジェン
ダーに基づく性別役割分担意識の影響
を受けているという認識を持ち、支援を
行っていく。また実際保護が必要な被虐
待者へは虐待者からの分離、一時保護
等が速やかに行えるよう、行政と関係機
関の連携体制の強化に努める。

56
地域包括ケア推進課

各区地域福祉課

126

【再掲】
障害者基幹相談支援センター等と連携し、障
害者総合支援法などの活用を含めて被害者
に対する適切な相談や支援に努めるととも
に、関係機関に対し研修等を通じてＤＶにつ
いて周知を図ります。

区役所、障害者基幹相談支援センター、障害福祉
サービス事業者等に対してDVを含めた権利擁護
の研修を実施し、適切な相談支援が実施できるよ
うに人材の育成に取り組んだ。
令和元年度における虐待対応職員研修および障
害福祉サービス事業者向け虐待防止研修には計
191名(女性90名、男性101名)の参加があった。ま
た、個別に求めのあった障害福祉サービス事業者
に対しての研修も実施した。

Ｂ

令和元年度はおおむね想定していたと
おりに区役所、障害者基幹相談支援セ
ンター、障害福祉サービス事業者等に
対して研修を実施でき、DVを含めた権
利擁護の認識を深めることに寄与した。

今後もDVを含めた障害者虐待の支援
にあたる支援者の対応力の向上に資す
ることができるよう、令和元年度同様に
研修等に取り組んでいく予定である。

39・57
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター

127

【再掲】
障害者虐待防止法に基づき、虐待の通報が
あった場合、関係機関等と連携して一時保護
等を行うなど、障害のある被害者の支援を進
めます。

障害者虐待に関する通報等を受理し、相談・通報
のあった個別案件について関係機関との連携を図
り、支援を行っている。

令和元年度において通報を受理したのは123件
で、被虐待者の対象者総数は157名(女性98名、男
性57名)であった。その内DV事案であると判断した
ものの総数は22件(女性21件、男性1件)であった。

Ｂ

障害者虐待事案の内、DV事案の被害
者の大半は女性である。DV事案におい
て女性が被害者の場合は各区の女性
相談員と連携して対応する等、必要に
応じて関係機関と連携して一時保護を
実施し、障害者の安全を確保している。
令和元年度も例年同様に一時保護、分
離の対応を行うことができた。

今後も障害者虐待担当者の対応力を向
上させ、関係機関との連携を密にするこ
とで、より迅速に障害者の安全を確保
し、虐待解消に寄与できるよう現在の取
り組みを継続する。

58
障害施策推進課
各区地域福祉課
各区保健センター
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128
【再掲】
大阪府女性相談センターや民間支援団体と
協力し、通訳支援の充実に努めます。

通訳謝礼金の予算確保の他、関係機関と連携して
外国人ＤＶ被害者の支援を行った。（日本語を話せ
る外国人を含む）
延べ支援人数　85人（女性85人）

Ｂ
外国人支援は制度利用の制約もあり、
困難を伴うが、関係機関とも連携して適
切な支援を実施したため。

大阪府女性相談センター等と連携し、外
国人ＤＶ被害者の支援のため取組を推
進する。

40
子ども家庭課

各区子育て支援課

129
多言語によるＤＶに関する情報提供に努めま
す。また、文化や制度の違い等に配慮した対
応に努めます。

国が作成した多言語の制度説明のパンフレットを
各区に配布して、必要に応じて利用したほか、関係
機関と連携して外国人ＤＶ被害者の支援を行った。
延べ対象人数27人（女性27人）

Ｂ
外国人ＤＶ被害者の意思を確認しなが
ら適切な支援を行っているため。

外国人ＤＶ被害者の人権に配慮しなが
ら、各人の状況に応じた支援を行う。

子ども家庭課
各区子育て支援課

130
【再掲】
性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）を含
めた人権相談を実施します。

・人権相談ダイヤル（開設Ｈ29.12月）による、多様
な性に関する相談も実施（11件）。
・Ｈ30.5月から毎月第4水曜日に弁護士によるＬＧＢ
Ｔ相談開始。
・市民等対象に啓発及びＬＧＢＴ相談の周知を図る
ため啓発カード配布、広報紙等の掲載
・市民・事業者等への研修、啓発等を実施。

Ｂ

性的少数者（セクシャル・マイノリティ）
の方々へ人権相談等や市民・事業者等
への研修、啓発等を実施することがで
きた。

引き続き、相談窓口を設け市民等に周
知するとともに、相談員への研修等を通
じて支援力の向上を図る。

42 人権推進課

131
【再掲】
女性の悩みの相談を実施します。

女性が抱える不安や悩みの相談に、フェミニストカ
ウンセラーが女性の視点に立ったカウンセリングを
行うことにより、相談者による問題の解決と回復を
支援することを目的に実施した。
令和元年度相談件数：313件（相談内容別延べ件
数：暴力186件、性・性的被害11件、仕事24件、生
き方・暮らし147件、心と体194件、夫婦と家族268
件、人間関係39件）

Ｂ

女性の悩みの相談事業は、82%と高い
利用率となっている。悩みを抱える相談
者へのカウンセリングにとどまらず、相
談件数の多いDV等の暴力に関する相
談者を対象とした講座を開催し、被害
からの回復に寄与している。

市関連施設での広場の施設案内リーフ
レットや相談窓口カードの配架、男女共
同参画週間での相談事業実施等によ
り、悩みを抱えカウンセリングを必要とし
ている市民に、本事業を周知できるよう
情報発信を行う。

26 男女共同参画推進課

132
【再掲】
男性の悩みの相談を実施します。

仕事、家庭、夫婦、生き方、人間関係、心と体のこ
となど、悩みをひとりで抱え込みがちな男性を対象
に、男性カウンセラーがカウンセリングを行うことに
より、相談者自身による問題解決と回復を支援す
ることを目的に実施した。また、電話相談も行って
いる。
令和元年度相談件数 62件（相談内容延べ件数：
暴力13件、性・性的被害4件、仕事12件、生き方・
暮らし22件、心と体18件、夫婦・家庭27件、人間関
係3件）

Ｂ

男性にとって面接相談はハードルが高
いと考えられることから、電話相談にも
対応しており、令和元年度は24件の実
績がある。男性相談の約4割が電話相
談であり、ニーズに合った対応ができて
いる。

市関連施設での広場の施設案内リーフ
レットや相談窓口カードの配架、男女共
同参画週間での相談事業実施等によ
り、悩みを抱えカウンセリングを必要とし
ている市民に、本事業を周知できるよう
情報発信を行う。

27・43 男女共同参画推進課
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133
被害者同士が自らの悩みや体験を語り合
い、被害からの回復を図るための「ＤＶ被害
者サポートグループ」を実施します。

DV被害者同士が自らの悩みや体験を語り合うこと
で、自立や心身の健康回復を図るためのDV被害
者サポートグループ事業を実施した。
（6回実施）

Ｂ

和やかな雰囲気の中で、参加者同士の
意見交換やわかちあいがなされ、被害
からの回復やお互いのエンパワーメント
につながっている。

サポートグループの実施頻度・回数・時
期や、参加者にとってリラックスできる居
場所づくり等、これまでの課題を整理
し、次回の委託に反映させる。

男女共同参画推進課

134

いのちの相談支援事業（自殺未遂者の相談
支援）において、相談者の背景に虐待やＤＶ
の問題がある場合、関係機関との連携を図
り、情報交換や連絡調整を行います。

大阪府内の警察署、本市消防局（救急隊）、市内
の救急病院から紹介された自殺未遂者の相談支
援を行った。警察署58件、救急隊9件、救急病院6
件、その他7件。計80名の新規相談者の内、男性
は22名、女性は58名であった。

Ｂ

自殺未遂に至る原因は複数絡み合って
いることがほとんどで、本事業における
相談においてもDVを含む家庭問題が
背景に潜んでいる事例も多くある。当課
の相談においては、状況に応じて関係
機関と連携して対応できる体制が取れ
ており、DVに関連する関わり方を原因
とするトラブルはこれまでのところ確認
されていない。
相談件数が急増する中、相談員に係る
負担増への対応の一環として「相談機
関研修」では「支援者支援」をテーマとし
て実施したことから、「B」評価とした。

DV等家庭問題への捉え方について関
係者ごとの認知にバラつきがあるように
感じる。今後も、関係機関との連携に際
し、DV被害等による心の傷を抱えた当
事者への関わり方等、支援者として留
意すべき点を周知する等啓発的な役割
も担っていく。

精神保健課

135
相談機関研修の開催、相談機関一覧（悩み
相談）配布等自殺対策を推進するために各
種相談機関の連携を図ります。

①「対象者の自殺に直面した際にどのように対応
すべきか」をテーマに講師を招き、参加者自らの
「語り」を中心とした研修を実施。

②DVの相談窓口を含む一覧冊子を作成・配布し
た。、相談機関間での周知・連携強化に努めた。
2019年度版：18,000部作成

Ｂ

①少人数ではあるものの参加者から
は、「他にはない取組であり今後も継続
して欲しい」との意見があった。

②DVの相談窓口を含む一覧冊子を作
成・配布し、相談機関間での周知・連携
強化に努めた。

①DVを含むあらゆる「支援者」を「支援
する」内容として、今後も支援者のケア
を中心として継続的に実施していく。
②関係機関においても、その存在が定
着しつつあり、また、定期的に内容更新
する際に顔の見える関係づくりにも役立
つことから、継続的に作成していきた
い。

精神保健課

136
【再掲】
各区精神保健福祉相談員による精神保健福
祉相談を実施します。

各保健センターにおいて、精神保健福祉相談員等
による精神保健福祉に関する相談・訪問指導を実
施。医療調整や受診勧奨、社会復帰支援など、個
別相談にて、その方の状況に応じた支援を実施し
た。
相談件数：29,519件（女性15,005件、男性14,457
件、不明57件）

Ｂ
男性もしくは女性特有の相談について
は同性の相談員が対応するように努め
ている。

現事業を継続実施 51
精神保健課

各区保健センター
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137
定例精神保健福祉相談を実施し、嘱託の精
神科医師と保健センターのスタッフで相談に
応じます。

各保健センターにおいて、嘱託精神科医師や精神
保健福祉相談員等による精神保健福祉に関する
相談・訪問指導を実施。医療調整や受診勧奨、社
会復帰支援など、個別相談にて、その方の状況に
応じた支援を実施した。
嘱託医師相談件数：474件（女性229件、男性245
件）

Ｂ
男性もしくは女性特有の相談について
は同性の相談員が対応するように努め
ている。

現事業を継続実施
精神保健課

各区保健センター

138

【再掲】
「こころの電話相談」を設置し、こころの悩み
に関して心理士や精神保健福祉士が相談を
受けます。

電話の利便性の高さと匿名性を活かし、こころの健
康について不安や悩みの相談を受けるとともに、
医療機関や相談機関、福祉サービス等の情報提
供を行った。
相談件数2,835件（女性1,459件、男性1,107件、不
明269件）

Ｂ

電話相談員に対して、ＤＶ被害者への
対応も含め定期的な研修や助言を行
い、相談の質を確保し、安定した相談事
業を実施できているため。

引き続き継続的に実施する。 52 こころの健康センター

139

精神保健福祉に関する専門相談として、ひき
こもり、薬物依存症、自死遺族への相談支援
や、性暴力被害者への心理カウンセリングな
どを行います。

ひきこもり、薬物やギャンブル等依存症、自死遺族
や性暴力被害者への専門相談を実施し、各分野
の研修を受けた精神保健福祉士、心理士、保健師
等の専門職が対応した。
相談件数6,107件

Ｂ

ギャンブル等依存症相談の増加、高年
齢ひきこもり相談の増加など、市民の
ニーズの広がりに応えるべく、相談業務
を整理、充実化し、継続的に実施でき
た。

引き続き継続的に実施する。 こころの健康センター

140
被害者の心のケアのため、相談やカウンセリ
ングを受けられる機関についての情報提供を
行います。

保健センター等適切な相談機関についての情報提
供を行うほか、必要に応じて当該機関の支援を受
けられるよう調整を行った。
延べ支援対象者218人

Ｂ
ＤＶ被害者の精神的な負担を軽減する
ことができたため。

ＤＶ被害者の二次被害を防止するととも
に心のケアを適切に行うことで、ＤＶ被
害者が早期に生活再建できるよう支援
する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

141

【再掲】
ＤＶのより心理的虐待を受け、被害者とともに
避難した子どもの心理ケアについて、具体的
に検討します。

・DV被害から避難してきた保護者及び児童へのア
セスメント及び心理ケアの実施により、心的外傷の
回復に寄与した。（心理ケア/児童・・延べ20回、保
護者・・延べ３回（実世帯数：　5世帯）。アセスメント
/児童・・延べ4回、保護者・・延べ9回　　（実世帯
数：4世帯））

Ａ

本事業開始時（H30）は児童のみを対象
としていたが、実施する中で保護者に
対しても心理ケアが必要であることを把
握したため、令和元年度より児童に加
え保護者に対してもアセスメント及び心
理ケアの実施し、心的外傷の回復に寄
与したため。

児童と保護者、双方の心的外傷からの
回復を図るよう事業を継続する。

104 子ども家庭課
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142

性暴力の実態や性暴力が起こる要因・背景
等の正しい知識と理解を深め、被害者に二
次被害を与えないよう寄り添う人材を養成す
る講座を実施します。

性暴力被害者やDV被害者と接する可能性のある
行政機関や医療機関等の職員（医師・看護師・消
防局職員・保育士・保健師等）を対象に、性暴力に
関する基礎講座や具体例を基に対応方法につい
て検討するケーススタディを実施。5講座実施し参
加者は94人であった。
参加者94人（女性43人・男性39人）

Ｂ
関係課の協力もあり、本講座の受講経
験がない精神保健福祉士等に新たに
受講してもらうことができた。

本講座は令和元年度を以て終了とな
る。今後は性暴力被害者支援の現場に
おいて、講座受講者が講座で学んだこ
とを活かし、性暴力被害者に対する適
切な支援を行っていく。

男女共同参画推進課
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143

【再掲】
民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害
者に接する機会の多い福祉関係者等に対
し、ＤＶについての理解を深めるための研修
の実施やリーフレットの配布等情報提供を行
います。

民生委員児童委員や人権擁護委員等、被害者に
接する機会の多い福祉関係者等を対象としたDV
の実態やDVが起こる要因、背景等の知識や被害
者への適切な対応の方法を学ぶ機会を提供する
ための研修を実施した。
（参加者41人　女性19人、男性22人）

Ｂ

DVに関する基本的な知識の習得だけ
でなく、実際に相談を受けた際に適切な
対応方法を学ぶとともに、相談窓口の
情報を記載したカードを配布すること
で、被害者と接する可能性のある各相
談委員に対して情報の周知を図ること
ができたため。

あらゆる暴力を身近な問題として認識
し、参加者自身が暴力を許さない意識
の醸成を図るとともに、実際相談を受け
た際に適切に対応できるよう、引き続き
隔年で講座実施を行っていく。また、よ
り多くの関係者や市民に参加いただけ
るよう、研修周知方法、開催方法の検
討を行うとともに相談窓口カードや啓発
冊子の配布先も検討し、広く情報発信を
行う。

24 男女共同参画推進課

144
【再掲】
ＤＶ被害者支援現場からの報告や講演など
のＤＶに関する庁内職員研修を実施します。

「DVの基本的な知識のために」をテーマに外部講
師による講義を実施することでDVについて誤った
認識がないか気づきを与え、DVに関する知識や理
解を深めるとともに、DV案件にかかる庁内各課の
連携について、子ども家庭課職員による講義の2部
構成の研修会を実施した（2日間実施）
（参加者42人　女性25人、男性17人）

Ｂ

DVに関する基礎的な知識の習得だけ
でなく、DV案件が発生した場合に、庁
内各課との連携について講演していた
だくことで、実務的な対応を習得しても
らえる機会となり、DV被害者と接する際
に非常に役立つ効果的な研修を行うこ
とができた。

より多くの職員が参加し、より効果的な
研修となるよう、開催時期や研修内容
の検討を行う。

25
男女共同参画推進課

子ども家庭課

145

ＤＶの特性、被害者の心のケア、相談手法等
について女性相談員等の知識と技術の向上
を図る研修を実施します。また、相談員自身
が、二次受傷などにより心の問題を抱えるこ
とがないよう、専門家等による研修を実施し
ます。

ＤＶ被害者への支援の充実を図るため、女性相談
員等能力向上研修を実施した。
（計８回、延べ１０１人参加）

Ｂ

女性相談員等が求める研修を企画して
実施することにより、女性相談員等の能
力の向上を図り、ＤＶ被害者の支援の
充実に資することができたため。

ＤＶ被害者が安心して相談できるよう、
DV被害者支援に関する最新の情報を
収集するとともに、女性相談員の知識・
能力のスキルアップを図っていく。

子ども家庭課
各区子育て支援課

146
各種研修会、全国会議への参加に努めま
す。

ＤＶ被害者の相談体制の充実を図るため、女性相
談員等が各種研修会、全国会議に参加した。（延
べ３５人）

Ｂ

研修会や会議等に参加し、ＤＶ被害者
支援の専門的・実践的な知識を習得し
て、女性相談員等の能力向上を図り、Ｄ
Ｖ被害者等の支援における問題解決に
資することができたため。

ＤＶ被害者が安心して相談できるよう、
DV被害者支援に関する最新の情報を
収集するとともに、女性相談員の知識・
能力のスキルアップを図っていく。

子ども家庭課
各区子育て支援課

147

【再掲】
男女共同参画社会の実現に向け、セクシュア
ル・ハラスメント防止、いじめ・暴力防止、デー
トＤＶ又はＤＶ防止教育等に関する教職員研
修を実施します。

男女共同参画社会の実現に向けてセクシャル・ハ
ラスメント防止6回（1,268人）、いじめ・暴力防止6回
（575人）、デートDV又はDV防止教育2回（91人）に
関する様々な教職員研修を実施した。

Ｂ 各研修の参加者アンケートにおいて、
一定の評価があったため。

啓発冊子の配付対象学年の教員を中
心とし、今日的課題を取り上げた内容で
研修を実施していく。

20・112
生徒指導課
教育センター
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148
ＵＮ Ｗｏｍｅｎなどと連携し、「国際女性デー」
や「堺セーフシティ・プログラム」等の周知・啓
発のためのパネル展示等を実施します。

大阪府立大学学園祭（令和元年11月1日～3日開
催）において、「堺セーフシティ・プログラム　パネル
展」を実施した。
※国際女性デー事業は、「堺セーフシティ・プログラ
ム　シンポジウム」と合同開催する予定であった
が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ために中止となり、実施できなかった。

来場者数：570人、うちアンケート回答者数173人
（女性100人・男性57人）

Ａ

　新たに多くの若者が集う学園祭でパ
ネル展を実施したことで、啓発のター
ゲット層である若年層をメインに啓発を
実施することができた。

多くの市民が集まる様々な機会、特に
若者が集う機会を利用して啓発活動を
引き続き実施していく。
　令和2年度は国際女性デーイベントと
して、映画上映会の開催を予定してお
り、映画を通じて市民の男女共同参画
に対する意識の向上を図る。

男女共同参画推進課

149

国における加害者更生に係る調査研究を把
握するとともに、その動向等を注視しつつ、情
報収集に努めるなど適切に対応していきま
す。

国の「配偶者等に対する暴力の加害者更生に係る
実態調査研究事業」報告書（平成28年3月）に基づ
く国の動向や他自治体における取組状況等を把握
するために情報収集に努めた。

Ｂ

加害者更生プログラムは国においても
検討中であり、市としても国や他自治体
の取組状況を注視しながら検討・研究
中のため。

国の「配偶者等に対する暴力の加害者
更生に係る実態調査研究事業」報告書
（平成28年3月）に基づく国の動向や他
自治体の取組状況等を把握し研究に努
める。

男女共同参画推進課

150

「堺市ＤＶ対策連絡会議」を開催し、警察、大
阪府の関係機関、弁護士、医療機関、民間
支援団体などＤＶに関わる機関、庁内関係課
との情報交換・連携を図ります。

堺市ＤＶ対策連絡会議を開催し、現場の状況を報
告したほか、庁内外の関係機関の相互の連携の
在り方について意見交換を行った。
1回開催

Ｂ

ＤＶに関する専門機関が集まり、情報共
有・情報交換を行い、意思疎通を図るこ
とで、各機関の連携の強化につながっ
たため。

今後も庁内外のＤＶに関わる関係機関
と連携を強化し、ＤＶ対策全般における
取組を推進する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

151
大阪府女性相談センターとの連絡会を開催
し、情報交換・連携を図ります。

大阪府女性相談センターとの連絡会議を実施し、
情報共有のほか、相互の連携のあり方等について
意見交換を行った。
2回開催、のべ22人参加

Ｂ
有効な情報共有・連携を図ることで、DV
被害者への相談支援の充実を図ること
ができているため。

大阪府女性相談センター等と連携を更
に強化するため、情報交換・連携を継続
する。

子ども家庭課
各区子育て支援課

152
地方裁判所との連絡会の開催や関係機関会
議への参加により、情報交換・連携を図りま
す。

地方裁判所との連絡会を開催し、保護命令発行等
に係る事務等について、意見交換を行った。
1回開催、13人参加

Ｂ

意見交換会での質疑応答や、地方裁判
所からの助言により、保護命令の申立
に係る事務をより円滑に行うことができ
たため。

ＤＶ被害者の保護命令申立等が円滑に
行えるよう地方裁判所との連携を強化
していく。

子ども家庭課
各区子育て支援課
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